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台湾における条件付起訴猶予の運用による薬物自己使用対策について
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一
　
は
じ
め
に

―
本
稿
の
目
的

　
薬
物
犯
罪
の
う
ち
、
特
に
薬
物
の
使
用
は
、
そ
の
依
存
性
に
よ
り
、
反
復
し
た
使
用
に
な
り
や
す
く
、
使
用
者
が
濫
用
し
て
い
る
う
ち

に
問
題
性
が
深
ま
り
、
社
会
復
帰
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
犯
罪
の
引
き
金
に
も
な
る
た
め
、
各
国
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
日
本
で
は
、
複
数
の
特
別
法
を
用
い
て
、
自
己
使
用
を
含
む
薬
物
犯
罪
に
つ
い
て
規
制
し
て
い
る
。
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
を
例
と
し

て
挙
げ
る
と
、
検
挙
人
員
の
う
ち
、
使
用
で
検
挙
さ
れ
た
人
員
は
総
数
の
約
六
割
も
占
め
て
お
り
、
入
所
受
刑
者
の
う
ち
、
入
所
回
数
が

三
度
以
上
の
割
合
も
高
く
、
反
復
使
用
に
よ
る
こ
と
が
推
察
し
う（
1
）る。
近
年
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
薬
物
自
己
使

用
対
策
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
薬
物
の
自
己
使
用
者
を
犯
罪
者
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
刑
事
司
法
の
流

れ
で
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
と
改
善
更
生
を
図
っ
て
い
る
。

　
海
外
に
目
を
転
じ
て
、
台
湾
（
中
華
民
国
、
以
下
同
じ
）
で
は
、
薬
物
自
己
使
用
の
対
策
に
つ
い
て
、
大
き
な
方
向
転
換
を
遂
げ
た
。
台

湾
で
は
、
刑
罰
と
保
安
処
分
の
二
元
主
義
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
薬
物
自
己
使
用
に
関
し
、
従
来
は
刑
罰
と
保
安
処
分
を
運
用
し
て
き
た

が
、
近
年
で
は
、
基
本
規
定
を
維
持
し
な
が
ら
、
検
察
段
階
で
の
対
応
に
力
を
入
れ
、
特
に
起
訴
猶
予
処
分
に
薬
物
依
存
治
療
の
履
行
・

遵
守
事
項
を
付
加
す
る
運
用
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
台
湾
の
こ
の
類
型
の
条
件
付
起
訴
猶
予
の
運
用
を
中
心
に
、
そ
の
運
用
方
法
や
実
施
状
況
を
考
察
・
検
討
す
る
ほ
か
、
制
度

の
課
題
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
最
後
に
、
考
察
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
へ
の
示
唆
を
探
り
た（
2
）い。
本
題

に
入
る
に
先
立
ち
、
以
下
に
ま
ず
、
議
論
の
土
台
と
し
て
、
台
湾
に
お
け
る
薬
物
の
自
己
使
用
に
関
す
る
処
罰
規
定
の
変
遷
、
並
び
に
緩

起
訴
と
呼
ば
れ
る
起
訴
猶
予
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
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二
　
処
罰
規
定
の
変
遷
と
緩
起
訴
制
度
の
導
入

㈠
　
薬
物
自
己
使
用
の
処
罰
規
定
の
変
遷

　
台
湾
刑
法
に
お
け
る
薬
物
に
関
す
る
刑
罰
規
定
は
、
中
国
清
王
朝
末
期
の
「
刑
律
草
案
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。「
刑
律
草
案
」

（
一
九
〇
七
年
）
に
は
、
日
本
の
旧
刑
法
に
倣
っ
た
「
あ
へ
ん
煙
に
関
す
る
罪
」
が
設
け
ら
れ
、
あ
へ
ん
煙
の
製
造
、
販
売
、
所
持
、
吸
引

な
ど
の
行
為
に
対
す
る
刑
罰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。「
刑
律
草
案
」
は
あ
へ
ん
の
み
を
規
制
す
る
が
、
そ
の
後
継
と
な
っ
た
中
華
民
国
初

期
の
「
暫
行
新
刑
律
」（
一
九
一
二
年
）
は
モ
ル
ヒ
ネ
、
コ
カ
イ
ン
、
ヘ
ロ
イ
ン
も
範
囲
内
と
し
、
こ
の
例
は
そ
の
後
の
一
九
二
八
年
の
旧

中
華
民
国
刑
法
が
踏
襲
し
、
現
在
台
湾
で
の
刑
法
も
同
様
に
踏
襲
し
て
い
る
。
あ
へ
ん
な
ど
の
薬
物
の
吸
引
や
使
用
行
為
に
対
し
て
、
上

記
の
刑
法
典
で
は
刑
罰
を
設
け
て
い
る
が
、
最
高
法
定
刑
は
い
ず
れ
も
一
年
未
満
や
六
か
月
以
下
と
い
っ
た
比
較
的
短
い
自
由
刑
で
あ
る
（
3
）。

現
在
台
湾
の
刑
法
典
の
第
二
六
二
条
の
最
高
刑
で
も
、
六
か
月
以
下
の
有
期
徒
刑
（
有
期
懲
役
に
相
当
す
る
自
由
刑
。
以
下
単
に
有
期
刑
と
称

す
る
）
と
い
う
短
期
自
由
刑
で
あ（
4
）る。

　
戦
後
、
薬
物
の
危
害
に
対
応
す
る
た
め
に
、「（
勘
乱
時
期
）
粛
清
煙
毒
条（
5
）例」
と
い
う
特
別
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
薬
物
犯
罪

の
多
く
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
し
て
い
た
。
刑
法
に
比
べ
、
相
当
に
厳
罰
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
法
律
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
あ
へ
ん
、
モ
ル
ヒ
ネ
、
コ
カ
イ
ン
、
ヘ
ロ
イ
ン
ま
た
は
そ
の
合
成
製
品
を
使
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
初
犯
の
法
定

刑
は
三
年
以
上
七
年
以
下
の
有
期
刑
で
あ
る
の
に
対
し
、
再
犯
の
場
合
は
刑
を
加
重
し
、
三
犯
の
場
合
は
死
刑
に
処
す
る
と
さ
れ
て
い（
6
）た。

刑
罰
の
一
般
予
防
効
果
を
用
い
て
薬
物
犯
罪
を
抑
圧
す
る
立
法
者
の
意
図
が
窺
え
る
。

　「
粛
清
煙
毒
条
例
」
は
一
九
九
八
年
に
全
面
改
正
に
よ
り
改
名
し
、「
毒
品
危
害
防
制
条
例
」
と
し
て
施
行
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。
こ
の

法
律
で
い
う
「
毒
品
」
は
、「
依
存
性
、
濫
用
性
、
社
会
的
危
険
性
を
有
す
る
麻
酔
薬
品
と
そ
の
製
品
、
並
び
に
、
精
神
に
影
響
を
与
え
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る
物
質
と
そ
の
製
品
」（
第
二
条
第
一
項
）
と
定
義
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
物
質
か
ら
「
依
存
性
、
濫
用
性
、
社
会
的
危
険（
7
）性」
の
度
合
い

に
よ
っ
て
選
び
、
第
一
級
か
ら
第
四
級
と
分
類
し
管
理
し
て
い
る
。
そ
の
内（
8
）容を

見
れ
ば
、
薬
理
分
類
で
の
興
奮
剤
、
抑
制
剤
、
幻
覚
剤

の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
で
い
う
薬
物
の
範
疇
と
相
当
合
致
し
て
い
る
（
議
論
の
便
宜
上
、
以
下
、「
毒
品
危
害
防
制
条

例
」
を
「
毒
品
防
止
条
例
」
と
略
称
し
、
そ
し
て
、
や
や
曖
昧
な
部
分
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
法
律
で
い
う
「
毒
品
」
を
「
薬
物
」
と
称
す
る
）。

　
毒
品
防
止
条
例
の
施
行
に
よ
り
、
台
湾
に
お
け
る
薬
物
の
自
己
使
用
に
対
す
る
処
罰
の
政
策
は
、
一
つ
目
の
転
換
点
を
迎
え
た
。
毒
品

防
止
条
例
で
の
第
一
級
と
第
二
級
の
薬
物
の
自
己
使
用
に
対
す
る
処
罰
は
、
六
か
月
以
上
五
年
以
下
（
第
一
級
）
ま
た
は
三
年
以
下
（
第

二
級
）
と
、
刑
罰
重
視
の
従
来
法
よ
り
随
分
軽
く
な
っ
た
（
第
三
級
及
び
第
四
級
薬
物
の
自
己
使
用
は
刑
罰
で
な
く
行
政
的
措
置
に
と
ど
ま
っ
て

い（
9
）る）。
そ
し
て
、
改
正
は
、
と
く
に
保
安
処
分
の
運
用
を
重
点
に
置
い
た
。

　
台
湾
法
は
、
刑
罰
と
保
安
処
分
の
二
元
主
義
を
採
っ
て
お
り
、
毒
品
防
止
条
例
で
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
「
観
察
、
勒ろ

っ

戒か
い

」
）
10
（

と
「
強

制
戒か

い

治ち

」
の
二
種
類
で
あ
る
。「
観
察
、
勒
戒
」
は
薬
物
使
用
者
に
対
し
、
そ
の
薬
物
中
毒
症
状
を
治
療
し
薬
物
の
使
用
傾
向
を
観
察
す

る
こ
と
を
主
な
内
容
と
）
11
（
し
、「
強
制
戒
治
」
は
観
察
、
勒
戒
を
受
け
た
対
象
者
に
引
き
続
き
薬
物
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
場
合
、
対
象
者
に
心
理
治
療
や
社
会
復
帰
の
指
導
を
受
け
さ
せ
る
処
分
で
あ
）
12
（

る
。「
強
制
戒
治
」
は
戒
治
）
13
（

所
と
い
う
専
門
施
設
で

行
わ
れ
、「
観
察
、
勒
戒
」
は
拘
置
所
ま
た
は
戒
治
所
に
併
設
す
る
施
設
で
行
わ
れ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
身
柄
を
拘
束
す
る
施
設
内
処
遇

で
あ
る
。

　
初
期
の
毒
品
防
止
条
例
の
薬
物
使
用
者
に
対
す
る
処
遇
を
言
え
ば
、
ま
ず
、
検
察
官
が
裁
判
所
の
決
定
を
申
請
し
、
薬
物
使
用
者
に

「
観
察
、
勒
戒
」
を
受
け
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
薬
物
使
用
の
傾
向
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
検
察
官
が
不
起
訴
処
分
を
行
う
。「
観
察
、
勒

戒
」
の
段
階
で
使
用
の
継
続
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
「
強
制
戒
治
」
処
分
に
付
さ
れ
る
が
、
そ
の
執
行
が
終
わ
る
と
、
検
察

官
は
不
起
訴
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
14
（
い
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
不
起
訴
処
分
を
前
提
に
し
た
保
安
処
分
は
対
象
者
の
除
外
が
あ
り
、

す
な
わ
ち
、「
観
察
、
勒
戒
」
を
受
け
て
不
起
訴
に
さ
れ
、
五
年
以
内
に
再
犯
し
た
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
再
び
「
観
察
、
勒
戒
」
を
受
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け
さ
せ
、
薬
物
使
用
の
傾
向
が
な
く
な
れ
ば
、
初
犯
と
同
様
に
不
起
訴
処
分
を
行
う
が
、
傾
向
が
継
続
す
る
場
合
や
五
年
以
内
に
三
犯
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
不
起
訴
処
分
を
せ
ず
、「
強
制
戒
治
」
処
分
に
付
し
て
起
訴
す
）
15
（

る
。
こ
う
し
た
不
起
訴
処
分
や
刑
の
執
行
の
前
に
、

保
安
処
分
を
先
行
さ
せ
る
処
遇
方
式
は
保
安
処
分
前
置
原
則
と
呼
ば
れ
る
。
治
療
を
主
な
内
容
に
し
た
保
安
処
分
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
か

ら
、
政
策
の
意
味
と
し
て
、
薬
物
の
自
己
使
用
者
は
「
犯
罪
者
」
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
、「
病
人
」
と
し
て
の
性
質
も
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
）
16
（

た
。

　
上
記
の
プ
ロ
セ
ス
は
手
続
煩
雑
な
ど
の
理
由
で
二
〇
〇
三
年
に
改
正
さ
れ
（
二
〇
〇
四
年
施
行
）、
五
年
以
内
の
再
犯
者
に
は
不
起
訴
処

分
を
与
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
年
以
内
の
再
犯
者
に
対
し
て
、
刑
事
訴
追
を
行
う
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
初
犯
者
や

準
初
犯
者
の
場
合
、
不
起
訴
処
分
を
与
え
る
前
に
保
安
処
分
を
前
置
す
る
原
則
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
台
湾
法
で
は
、
裁
判
所
が
言
い
渡
す
と
い
う
点
で
は
、
刑
罰
と
保
安
処
分
は
同
様
で
あ
る
が
、
法
定
刑
の
範
囲
内
で
量
定
し
て
言
い
渡

す
自
由
刑
と
異
な
り
、
保
安
処
分
は
種
類
に
よ
っ
て
執
行
時
間
の
上
限
が
法
定
さ
れ
て
い
る
（
併
せ
て
下
限
も
設
け
ら
れ
る
種
類
も
あ
る
）

も
の
の
、
裁
判
所
は
言
い
渡
す
と
き
に
改
め
て
対
象
者
ご
と
に
期
間
を
決
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
処
分
の
執
行
段
階
に
お
い
て
、
執
行
期

間
が
下
限
を
下
回
ら
な
い
限
り
、
た
と
え
上
限
に
達
し
て
い
な
く
て
も
、
原
則
と
し
て
、
継
続
的
に
執
行
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き

に
検
察
官
の
申
請
に
よ
り
執
行
が
免
除
さ
れ
）
17
（

る
。
ま
た
、
初
期
の
「
観
察
、
勒
戒
」
の
期
間
に
は
一
か
月
の
上
限
、
強
制
戒
治
に
は
三
か

月
の
下
限
と
一
年
の
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
前
掲
二
〇
〇
三
年
の
改
正
に
よ
り
、「
観
察
、
勒
戒
」
の
上
限
が
二
か
月
に
、
三
か

月
だ
っ
た
強
制
戒
治
の
下
限
が
六
か
月
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
現
行
制
度
と
な
っ
た
。

㈡
　
起
訴
猶
予
（
緩
起
訴
）
の
導
入

　
一
方
、
日
本
法
と
異
な
り
、
台
湾
法
で
い
う
不
起
訴
処
分
は
確
定
力
が
付
与
さ
れ
、
不
起
訴
処
分
の
確
定
後
に
新
た
な
事
実
や
証
拠
が

発
見
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
再
審
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
事
件
を
再
び
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
）
18
（
い
。
そ
し
て
、
不
起
訴
処
分
の
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ほ
か
、「
緩
起
訴
」
と
い
う
起
訴
猶
予
制
度
が
二
〇
〇
二
年
よ
り
導
入
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
刑
事
訴
訟
制
度
の
変
革
に
伴
う
訴
訟
遅
延

を
防
ぐ
た
め
に
、
起
訴
事
件
の
数
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
た
め
、「
司
法
資
源
の
合
理
化
」
が
導
入
の
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
、
制
度
の
運
用
に
よ
り
、
裁
判
や
刑
罰
の
回
避
な
ど
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
効
果
も
あ
り
、
処
分
に
付
加
し
う
る
履
行
・
遵
守

事
項
の
内
容
に
被
疑
者
の
社
会
復
帰
に
資
す
る
事
項
に
加
え
、
旧
法
に
あ
っ
た
被
害
者
へ
の
謝
罪
や
損
害
賠
償
と
い
っ
た
不
起
訴
処
分
の

付
随
処
分
も
吸
収
し
た
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
損
害
回
復
（
補
塡
）
や
被
疑
者
の
社
会
復
帰
と
特
別
予
防
も
制
度
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
）
19
（
る
。

　
緩
起
訴
制
度
は
法
定
刑
が
死
刑
、
無
期
又
は
三
年
以
上
の
有
期
刑
の
罪
以
外
の
罪
を
対
象
と
し
、
検
察
官
は
被
疑
者
を
緩
起
訴
に
付
す

る
こ
と
が
適
切
と
認
め
る
と
き
、
一
年
以
上
三
年
以
下
の
（
緩
起
訴
期
間
と
呼
ば
れ
る
）
猶
予
期
間
を
指
定
す
る
（
台
湾
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
、

刑
事
訴
訟
法
と
称
す
る
）
第
二
五
三
条
の
一
第
一
項
）。
処
分
に
条
件
を
付
加
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
処
分
す
る
と
き
、
検
察
官
は

刑
事
訴
訟
法
に
列
挙
す
る
履
行
・
遵
守
事
項
（
条
件
）
を
付
加
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
際
、
猶
予
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
に
履
行
期
間

を
設
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
部
の
履
行
・
遵
守
事
項
の
付
加
に
は
被
疑
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
同
第
二
五
三
条
の
）
20
（

二
）。
猶

予
期
間
に
、
処
分
前
に
起
こ
し
た
罪
で
有
期
刑
以
上
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
履
行
・
遵
守
事
項
の
違
反
や
再
犯
が
あ
れ
ば
、

緩
起
訴
を
取
消
し
、
再
捜
査
や
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
第
二
五
三
の
三
）。
緩
起
訴
処
分
が
取
り
消
さ
れ
な
い
ま
ま
猶
予
期
間
が
経

過
し
た
場
合
、
不
起
訴
と
同
様
な
効
力
、
つ
ま
り
確
定
力
が
付
与
さ
れ
、
再
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
第
二
六
〇
条
）。

　
ま
た
、
理
論
上
、
緩
起
訴
処
分
に
適
す
る
事
件
は
、
捜
査
で
得
た
証
拠
か
ら
被
疑
者
に
は
起
訴
し
う
る
程
度
以
上
の
嫌
疑
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
）
21
（

い
。
検
察
官
が
緩
起
訴
処
分
に
付
す
る
際
に
斟
酌
す
べ
き
事
情
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
は
「
刑
法
第
五
七
条
に
列
挙
し
た
事

由
」
と
「
公
共
利
益
の
維
持
」
を
挙
げ
て
い
る
。
台
湾
刑
法
第
五
七
条
に
列
挙
し
た
事
由
は
量
刑
事
）
22
（
由
で
あ
り
、
犯
罪
行
為
者
の
責
任
を

基
礎
に
し
て
一
般
予
防
を
考
慮
し
な
が
ら
犯
罪
行
為
者
の
生
活
状
況
や
品
行
、
知
識
程
度
な
ど
特
別
予
防
を
重
視
す
る
内
容
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
公
共
利
益
の
維
持
」
は
基
本
的
に
一
般
予
防
を
指
し
、
裏
を
返
せ
ば
、
暫
く
起
訴
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
一
般
予
防
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へ
の
悪
影
響
や
正
義
感
情
へ
の
離
反
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
）
23
（
る
。
即
ち
、
検
察
官
が
緩
起
訴
処
分
を
す
る
際
に
、
被

疑
者
に
嫌
疑
が
あ
る
と
認
め
る
う
え
に
、
行
為
責
任
と
一
般
予
防
並
び
に
特
別
予
防
を
す
べ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
の
成
立
と
現
在
の
実
施
方
法

㈠
　
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
の
成
立
背
景

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
台
湾
で
は
、
毒
品
防
止
条
例
の
登
場
に
よ
り
、
薬
物
の
自
己
使
用
者
を
犯
罪
者
兼
病
人
と
見
て
、
治
療
（
保
安
処

分
）
先
行
の
処
遇
方
針
を
採
っ
た
こ
と
で
、
政
策
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
後
、
薬
物
使
用
罪
の
減
少
傾
向
が
見
え
ず
、
二
〇

〇
四
年
の
改
正
法
施
行
で
保
安
処
分
に
回
さ
れ
た
人
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
も
の
の
、
五
年
以
内
の
薬
物
使
用
再
犯
者
を
訴
追
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
結
果
、
刑
務
所
に
入
所
し
た
人
数
が
急
増
し
）
24
（
た
。
薬
物
使
用
者
の
病
的
側
面
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
に
値
す
る

が
、
一
部
の
分
析
は
、
こ
の
よ
う
な
保
安
処
分
前
置
の
運
用
は
結
果
と
し
て
、
薬
物
犯
罪
者
の
刑
務
所
収
容
を
遅
ら
せ
た
だ
け
な
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
）
25
（
る
。
こ
の
改
正
後
も
、
台
湾
を
と
り
ま
く
薬
物
犯
罪
の
状
況
は
依
然
と
し
て
厳
し
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
一
方
、
毒
品
防
止
条
例
で
の
薬
物
自
己
使
用
罪
の
法
定
刑
（
第
一
級
は
六
か
月
以
上
五
年
以
下
の
有
期
刑
、
第
二
級
は
三
年
以
下
の
有
期
刑
で

あ
る
）
を
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
緩
起
訴
処
分
の
適
用
除
外
範
囲
に
該
当
せ
ず
、
そ
れ
に
加
え
、
刑
事
訴
訟
法
に
定
め
る
緩
起
訴
の
履
行
・

遵
守
事
項
に
は
「
禁
絶
治
療
」
と
い
う
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
治
療
を
命
じ
る
項
）
26
（

目
も
あ
り
、
制
度
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
薬
物
自

己
使
用
罪
に
お
い
て
、
禁
絶
治
療
を
条
件
と
す
る
緩
起
訴
を
運
用
す
る
素
地
が
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
禁
絶
治
療
」
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
確
立
し
て
い
な
い
う
え
、
特
別
法
た
る
毒
品
防
止
条
例
に
あ
る
保
安
処
分
な
ど
の
措
置
を
優
先
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
薬

物
自
己
使
用
罪
で
の
条
件
付
緩
起
訴
の
運
用
が
難
し
い
状
況
が
続
い
た
。
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と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
薬
物
濫
用
者
の
間
の
注
射
器
に
よ
る
感
染
症
の
拡
散
が
問
題
に
な
り
、
薬
物
濫
用
者
対
策
の

転
換
を
迫
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
論
と
し
て
、
条
件
付
緩
起
訴
の
運
用
に
結
び
つ
き
、
薬
物
の
自
己
使
用
対
策
の
二
つ
目
の
転
換
点
を

迎
え
た
。

　
台
湾
で
は
、
濫
用
さ
れ
る
薬
物
の
約
八
割
が
ヘ
ロ
イ
ン
と
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
で
あ
り
、
増
減
が
あ
る
が
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
割
合
が
五
割
や

そ
れ
以
上
に
占
め
る
時
期
も
少
な
く
な
い
。
ヘ
ロ
イ
ン
の
使
用
は
注
射
法
が
多
く
、
検
挙
や
逮
捕
を
恐
れ
隠
密
に
使
用
す
る
使
用
者
の
間

に
、
注
射
器
の
使
い
回
し
が
常
態
化
し
た
た
め
、
血
液
経
由
の
感
染
症
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
。
薬
物
の
製
造
、
密
輸
や
取
引
の
取
締
り

を
強
化
す
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
こ
う
し
た
薬
物
濫
用
の
形
態
に
目
を
向
け
、
使
用
の
段
階
で
感
染
の
拡
大
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
課
題

で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染
者
数
の
う
ち
、
高
い
割
合
の
人
が
薬
物
濫
用
の
注
射
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
深
刻
な
問
題
で

あ
っ
）
27
（

た
。

　
そ
こ
で
、
台
湾
政
府
は
二
〇
〇
五
年
頃
か
ら
「
減
害
計
）
28
（
画
」
を
策
定
し
試
行
し
た
。
こ
の
計
画
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
薬
物
使

用
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
を
対
象
に
し
て
、
各
県
市
に
あ
る
指
定
の
拠
点
病
院
で
、
対
象
者
に
新
品
の
注
射
針
を
提
供
す
る
こ
と
や
、
代
替
療

法
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
代
替
療
法
と
は
、
ヘ
ロ
イ
ン
を
含
め
あ
へ
ん
系
の
薬
物
依
存
患
者
に
、

メ
サ
ド
ン
（M

ethadone

）
や
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
（Buprenorphine

）
と
い
っ
た
代
替
薬
物
を
定
期
的
に
投
与
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ヘ

ロ
イ
ン
依
存
症
を
段
階
的
に
抑
え
る
治
療
で
あ
る
。
代
替
の
薬
物
自
体
は
毒
品
防
止
条
例
で
の
第
二
級
薬
物
で
あ
り
、
依
存
性
を
引
き
起

こ
す
心
配
も
あ
る
が
、
ヘ
ロ
イ
ン
よ
り
依
存
性
が
低
い
。
患
者
に
と
っ
て
、
代
替
療
法
の
実
施
は
医
療
行
為
で
あ
る
た
め
、
安
心
し
て
受

診
で
き
、
定
期
的
投
与
で
依
存
を
抑
え
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
薬
物
探
索
行
動
に
よ
る
精
神
的
不
安
や
経
済
的
圧
迫
も
軽
減
で
き
、
社
会
生

活
を
維
持
し
や
す
く
な
る
、
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
公
共
衛
生
の
面
で
は
、
医
療
行
為
を
通
じ
て
患
者
の
薬
物
使
用
（
投
与
）
状
況

を
把
握
し
つ
つ
、
提
供
す
る
代
替
薬
物
は
錠
剤
や
シ
ロ
ッ
プ
の
た
め
、
注
射
器
使
用
の
機
会
が
減
り
、
感
染
拡
大
の
抑
止
に
繫
が
る
と

い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
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そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年
頃
か
ら
、
一
部
の
地
方
検
察
署
が
「
減
害
計
画
」
を
利
用
し
、
代
替
療
法
を
受
け
る
こ
と
を
「
禁
絶
治
療
」
の

内
容
と
指
定
し
、
試
験
的
に
条
件
付
緩
起
訴
を
運
用
し
始
め
た
。
試
験
的
運
用
が
良
好
で
あ
る
う
え
、「
減
害
計
画
」
の
試
行
に
よ
り
、

ヘ
ロ
イ
ン
依
存
症
の
治
療
モ
デ
ル
を
確
立
し
た
、
な
ど
の
状
況
を
受
け
、
二
〇
〇
八
年
に
毒
品
防
止
条
例
の
改
正
が
行
わ
れ
、
第
一
級
と

第
二
級
の
薬
物
の
自
己
使
用
事
案
に
お
け
る
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
を
行
う
法
的
根
拠
が
付
与
さ
れ
）
29
（
た
。

㈡
　
現
在
の
運
用
法

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
毒
品
防
止
条
例
は
第
一
級
と
第
二
級
の
薬
物
の
自
己
使
用
者
に
つ
い
て
、
初
犯
者
又
は
処
分
を
受
け
て
五
年
後
以

降
に
再
犯
し
た
者
（
以
下
、
準
初
犯
者
と
称
す
る
）
で
あ
れ
ば
、
保
安
処
分
を
受
け
さ
せ
た
の
ち
不
起
訴
処
分
に
し
、
そ
れ
以
外
の
者
は
通

常
の
刑
事
手
続
で
訴
追
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
処
理
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
の
改
正
は
、
こ
の
規
定
を
保
留
し
つ
つ
、
検
察
官
が
禁
絶

治
療
を
条
件
に
す
る
緩
起
訴
を
行
っ
た
と
き
に
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
い
う
文
言
を
入
れ
た
。
そ
の
た
め
、
検
察
官
は
処
遇
を
決
め

る
際
に
、
保
安
処
分
か
条
件
付
緩
起
訴
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
上
、
条
件
付
緩
起
訴
処
分
は
初
犯
者
や
準
初
犯
者

に
限
定
せ
ず
に
適
用
し
う
る
。
現
在
の
禁
絶
治
療
を
条
件
に
す
る
緩
起
訴
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
）
30
（

る
。

　
ま
ず
、
処
分
類
型
を
決
め
る
段
階
で
は
、
検
察
官
は
被
疑
者
の
薬
物
使
用
の
内
容
や
状
況
な
ど
の
事
実
や
前
科
記
録
な
ど
を
考
慮
に
入

れ
る
。
一
般
的
に
は
、
被
疑
者
が
初
犯
者
あ
る
い
は
準
初
犯
者
で
あ
る
場
合
、
禁
絶
治
療
を
条
件
に
す
る
緩
起
訴
に
付
さ
れ
る
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
担
当
検
察
官
に
よ
り
違
い
は
あ
り
う
る
が
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
実
施
の
適
切
さ
を
判
断
す
る
に
は
、
被
疑
者

の
出
頭
を
求
め
、
取
調
べ
を
行
う
。
そ
の
際
、
被
疑
者
の
就
労
・
就
学
の
状
況
や
、
被
疑
者
に
か
か
わ
る
治
療
へ
の
影
響
要
素
を
考
慮
し

総
合
的
に
判
断
す
る
。
取
調
べ
中
に
、
被
疑
者
の
意
見
を
聞
き
、
被
疑
者
本
人
や
そ
の
弁
護
士
が
禁
絶
治
療
を
希
望
す
る
旨
を
検
察
官
に

伝
え
る
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
検
察
官
は
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
付
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
処

分
要
件
と
さ
れ
る
被
疑
者
の
同
）
31
（

意
を
得
る
際
に
、
履
行
・
遵
守
事
項
（
条
件
）
の
内
容
と
処
分
取
消
し
の
効
果
に
つ
い
て
被
疑
者
に
説
明
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し
、
同
意
の
旨
を
記
録
に
残
し
た
う
え
処
分
を
決
め
）
32
（
る
。
ま
た
、
処
分
決
定
を
す
る
前
に
、
場
合
に
よ
っ
て
被
疑
者
の
治
療
を
受
け
る
適

性
に
つ
い
て
提
携
病
院
に
判
断
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。

　
一
方
、
被
疑
者
が
初
犯
者
又
は
準
初
犯
者
で
、
検
察
官
の
出
頭
要
請
を
拒
否
し
た
、
あ
る
い
は
出
頭
し
禁
絶
治
療
の
条
件
を
拒
否
し
た

場
合
、
当
類
型
の
緩
起
訴
処
分
の
法
的
要
件
が
欠
け
る
た
め
、
検
察
官
は
「
観
察
、
勒
戒
」
の
保
安
処
分
を
申
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁

判
所
が
検
察
官
の
保
安
処
分
申
請
を
認
め
た
場
合
、
運
用
は
従
来
ど
お
り
、
薬
物
使
用
者
に
「
観
察
、
勒
戒
」
を
受
け
さ
せ
、
そ
の
薬
物

使
用
の
傾
向
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
検
察
官
が
不
起
訴
処
分
を
行
う
。「
観
察
、
勒
戒
」
の
段
階
で
被
処
分
者
に
使
用
の
継
続
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
「
強
制
戒
治
」
処
分
に
付
さ
れ
、
そ
の
執
行
が
終
わ
る
と
検
察
官
は
不
起
訴
処
分
を
行
う
。
ま
た
、
捜
査
や
被

疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
で
得
た
材
料
か
ら
、
被
疑
者
が
禁
絶
治
療
を
完
了
す
る
見
込
み
が
低
い
と
判
断
す
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は

裁
判
所
に
保
安
処
分
の
決
定
を
申
請
す
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
初
犯
者
あ
る
い
は
準
初
犯
者
以
外
の
被
疑
者
に
対
し
て
、
法
解
釈
上
で
は
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
付
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
初
犯
者
や
準
初
犯
者
よ
り
も
可
能
性
が
だ
い
ぶ
低
く
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

検
察
官
の
判
断
に
よ
り
、
初
犯
者
あ
る
い
は
準
初
犯
者
以
外
で
あ
っ
て
も
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、

実
務
慣
行
で
は
、
簡
易
判
決
の
申
立
や
通
常
訴
追
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
付
す
る
と
な
っ
た
場
合
、
実
務
現
場
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
考
え
ら
れ
る
が
、
一
年
の
禁
絶
治
療
の
実

施
期
間
や
事
務
に
か
か
る
時
間
を
十
分
に
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
、
猶
予
期
間
を
一
年
半
な
い
し
二
年
と
設
定
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
処

分
決
定
後
、
被
処
分
者
は
指
定
の
治
療
機
）
33
（

関
に
通
い
、
禁
絶
治
療
を
受
け
る
。
通
院
頻
度
は
最
初
の
段
階
で
は
週
一
回
程
度
で
、
治
療
の

状
況
に
よ
っ
て
、
基
準
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
次
の
段
階
に
進
み
、
通
院
の
時
間
的
間
隔
も
逓
増
す
る
。
病
院
で
は
、
治
療
の
進
捗
状
況
の
確

認
や
投
薬
の
参
考
資
料
を
得
る
た
め
に
尿
検
査
も
行
わ
れ
る
。
治
療
期
間
が
満
了
し
た
後
、
治
療
機
関
が
被
処
分
者
に
対
し
尿
検
査
、
代

謝
産
物
及
び
毛
髪
検
査
を
実
施
し
、
陽
性
反
応
が
出
な
け
れ
ば
、
禁
絶
治
療
を
完
了
し
た
と
さ
れ
）
34
（
る
。
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台
湾
で
は
、
検
察
官
が
条
件
付
緩
起
訴
を
す
る
際
に
、
猶
予
期
間
と
履
行
・
遵
守
事
項
の
み
を
指
定
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
処
分

を
実
施
す
る
の
が
保
護
観
察
官
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
実
上
、
禁
絶
治
療
の
み
な
ら
ず
、
猶
予
期
間
に
わ
た
っ
て
保
護
観
察
官
が
監
督
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
治
療
期
間
中
に
、
保
護
観
察
官
は
被
処
分
者
に
定
期
的
に
保
護
観
察
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
治
療
の

進
捗
を
把
握
し
つ
つ
、
尿
検
査
も
実
施
す
）
35
（
る
。
治
療
中
）
36
（
断
や
尿
検
査
の
陽
性
反
応
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
場
合
は
検
察
官
に
報
告
し
、
処

分
の
取
消
し
の
参
考
に
供
す
る
。
禁
絶
治
療
が
完
了
し
て
も
、
猶
予
期
間
の
満
了
ま
で
の
間
（
通
常
、
数
か
月
な
い
し
一
年
ほ
ど
）、
保
護
観

察
官
は
、
被
処
分
者
の
取
消
し
事
由
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

　
台
湾
で
は
全
民
皆
保
険
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
禁
絶
治
療
の
費
用
は
健
康
保
険
の
適
用
外
と
さ
れ
て
い
）
37
（

る
。
そ
の
た
め
、
被
処

分
者
は
治
療
費
を
自
費
で
負
担
す
る
が
、
費
用
の
積
み
重
ね
が
生
活
を
圧
迫
し
か
ね
ず
、
政
府
は
代
替
療
法
の
参
加
者
に
補
助
金
を
支
給

す
る
政
策
を
打
ち
出
し
）
38
（

た
。
一
方
、
禁
絶
治
療
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
投
薬
の
ほ
か
、
心
理
療
法
や
社
会
復
帰
リ
ハ
ビ
リ
も
内
容
と

さ
れ
る
）
39
（
が
、
薬
物
再
使
用
の
一
因
に
な
り
か
ね
な
い
ス
ト
レ
ス
の
解
消
や
自
助
グ
ル
ー
プ
な
ど
心
理
面
へ
の
サ
ポ
ー
ト
も
必
要
だ
と
考
え

ら
れ
、
一
部
の
地
方
検
察
署
で
は
任
意
参
加
の
ス
ト
レ
ス
解
消
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
を
設
け
て
い
）
40
（

る
。
保
護
観
察
官
は
こ
の
よ
う
な
地

方
検
察
署
や
政
府
の
支
援
を
被
処
分
者
に
向
け
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
。

　
ま
た
、
禁
絶
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
し
な
い
場
合
は
条
件
違
反
、
猶
予
期
間
に
薬
物
を
再
使
用
し
た
場
合
は
再
犯
と
な
り
、
い
ず
れ

も
緩
起
訴
処
分
の
取
消
事
由
に
な
る
が
、
処
分
の
取
消
し
の
判
断
は
検
察
官
の
裁
量
権
で
あ
る
。
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四
　
制
度
の
実
施
状
況
と
評
価

㈠
　
実
施
状
況
の
考
察

　
実
施
状
況
の
統
計
数
字
（
表
１
参
照
）
を
見
れ
ば
、
制
度
試
行
段
階
の
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇
七
年
を
除
き
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処

分
に
付
さ
れ
た
人
数
は
多
く
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
第
一
級
と
第
二
級
の
合
計
人
数
は
二
千
人
を
下
回
る
こ
と
が
な
い
。
法
務
部
（
日
本

の
法
務
省
に
相
当
す
る
）
が
二
〇
一
〇
年
に
毎
年
度
の
薬
物
自
己
使
用
の
被
疑
事
件
の
う
ち
、
一
定
の
割
合
を
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
す
る

よ
う
、
検
察
機
関
に
指
導
し
た
こ
と
が
大
き
い
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
41
（
る
。
政
策
的
理
由
も
あ
る
が
、
そ
の
後
、
毎
年
薬
物
の
自
己
使

用
罪
の
一
か
ら
二
割
は
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
施
行
よ
り
一
〇
年
以
上
も
過
ぎ
た
現
在
で
は
、

制
度
が
定
着
に
向
か
っ
て
い
る
と
評
し
え
よ
う
。

　
試
行
段
階
を
含
め
た
制
度
の
初
期
は
、
減
害
計
画
（
ヘ
ロ
イ
ン
の
代
替
療
法
）
を
利
用
す
る
経
緯
も
あ
り
、
第
二
級
薬
物
の
禁
絶
治
療
の

割
合
が
少
な
か
っ
た
。
一
時
期
、
第
二
級
薬
物
よ
り
も
依
存
性
、
濫
用
性
、
社
会
的
危
険
性
が
高
い
第
一
級
薬
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
使
用
者
だ
け
が
起
訴
猶
予
の
恩
恵
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
不
公
平
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
）
42
（
た
。
実
際
、
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
を

は
じ
め
と
す
る
第
二
級
薬
物
の
依
存
症
治
療
を
行
わ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
政
府
が
定
め
た
治
療
完
了
の
認
定
基
準
に
第
二
級
薬
物
を
網

羅
し
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
基
準
の
改
正
や
制
度
の
活
発
的
な
運
用
に
よ
り
、
か
の
よ
う
な
状
況
は
次
第
に
解
消

さ
れ
、
二
〇
一
二
年
か
ら
第
二
級
禁
絶
治
療
の
数
が
第
一
級
を
超
え
、
第
二
級
薬
物
の
禁
絶
治
療
は
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
そ

し
て
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
の
運
用
を
開
始
し
た
以
降
、
保
安
処
分
に
処
さ
れ
る
人
数
も
顕
著
に
変
化
し
た
（
表
２
参
照
）。
政
策

の
推
進
に
よ
り
、
第
一
級
薬
物
の
観
察
、
勒
戒
と
強
制
戒
治
の
人
数
が
と
も
に
八
割
以
上
減
少
し
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
近
年
の
第
二
級
薬
物
の
自
己
使
用
に
よ
り
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
付
さ
れ
る
人
数
の
増
加
は
、
薬
物
の
流
行
傾
向
が
原
因
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表２　第一級・第二級薬物使用罪の保安処分及び判決を受けた人数

年別
「観察、勒戒」新入所人数 「強制戒治」新入所人数
第一級薬物 第二級薬物 第一級薬物 第二級薬物

2006年 4,857 6,160 2,040  790
2007年 4,205 6,412 2,468 1,042
2008年 3,693 6,332 2,098 1,298
2009年 2,642 5,841 1,297  675
2010年 1,805 7,477  823  647
2011年 1,361 7,035  587  507
2012年  916 5,920  427  366
2013年  813 5,785  357  307
2014年  602 5,253  274  335
2015年  649 5,993  269  354
2016年  699 6,951  297  413
2017年  617 6,057  267  353

資料源：法務部「106年法務統計年報」（2018）342、343、352、353 頁。

表１　第一級・第二級薬物自己使用罪起訴人数及び禁絶治療条件付緩起訴処分人数

年別

第一級薬物 第二級薬物 a ＋ c
合計
人数
（e）

b ＋ d
合計
人数
（f）

割合
（%）
f/e×
100

起訴と緩
起訴処分
人数（a）

禁絶治療条件
付緩起訴処分

人数（b）

割合
（%）

起訴と緩
起訴処分
人数（c）

禁絶治療条件
付緩起訴処分

人数（d）

割合
（%）

2006 13,435 70 0.5 5,256 11 0.2 18,691 82 0.4
2007 15,128 695 4.6 6,894 37 0.5 22,022 732 3.3
2008 17,820 1,175 6.6 7,030 22 0.3 24,850 1,197 4.8
2009 14,102 1,324 9.4 7,871 339 4.3 21,973 1,663 7.6
2010 11,852 1,510 12.7 11,559 785 6.8 23,411 2,295 9.8
2011 11,035 1,868 16.9 12,392 1,825 14.7 23,427 3,693 15.8
2012 10,230 1,313 12.8 12,823 1,979 15.4 23,053 3,292 14.3
2013 8,574 792 9.2 12,890 1,964 15.2 21,464 2,756 12.8
2014 7,634 579 7.6 13,288 1,729 13.0 20,922 2,308 11.0
2015 8,065 503 6.2 15,537 1,973 12.7 23,602 2,476 10.5
2016 8,907 634 7.1 19,026 2,572 13.5 27,933 3,206 11.5
2017 8,667 1,376 15.9 21,281 5,411 25.4 29,948 6,787 22.7
資料源：法務部統計。
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表３　2006年～2016年薬物使用罪の判決確定人数表

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
第一級
薬物 14,750 16,629 26,191 22,670 15,932 14,280 13,507 11,525 9,254 9,410 10,243

第二級
薬物 6,568 6,811 10,372 9,376 13,495 15,068 15,045 16,180 17,945 20,074 23,726

資料源：法務部「105年犯罪状況及其分析」（2016）313、314頁。

表５　2008年～2017年禁絶治療付緩起訴処分の取消しを受けた人数累計（事由別）

類別 合計 期間内に再犯で起訴され
た（うち薬物再使用人数）

期間内に以前の罪で有期
刑以上の宣告を受けた

遵守・履行
事項の違反

第一級薬物 5,660 2,897（2,557） 394 2,369
第二級薬物 6,766 2,196（1,813） 453 4,117

資料源：法務部発表【専題分析】「毒品施用者戒癮治療概況分析」（2017）６、７頁。

表４　禁絶治療条件付緩起訴処分人数及び取消人数

年別
禁絶治療条件付緩起訴処分に

付された人数
禁絶治療条件付緩起訴処分の

取消しを受けた人数
第一級薬物 第二級薬物 合計 第一級薬物 第二級薬物 合計

2006年 70 11 81 4 1 5
2007年 695 37 732 91 6 97
2008年 1,175 22 1,197 516 21 537
2009年 1,324 339 1,663 532 40 572
2010年 1,510 785 2,295 709 184 893
2011年 1,868 1,825 3,693 830 461 1,291
2012年 1,313 1,979 3,292 1,090 1,015 2,105
2013年 792 1,964 2,756 624 963 1,587
2014年 579 1,729 2,308 447 925 1,372
2015年 503 1,973 2,476 313 900 1,213
2016年 634 2,572 3,206 261 949 1,210
2017年 1,376 5,411 6,787 338 1,308 1,646

資料源：法務部発表【専題分析】「毒品施用者戒癮治療概況分析」（2017）２、６頁。
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の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
薬
物
自
己
使
用
罪
の
判
決
確
定
人
数
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
（
表
３
参
照
）。
流
行
や
濫

用
の
傾
向
に
さ
ら
な
る
対
策
を
採
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
が
見
ら
れ
）
43
（

る
。

　
ま
た
、
処
分
の
取
消
し
と
再
犯
に
関
し
て
、
統
計
数
字
（
表
４
参
照
）
か
ら
は
、
第
二
級
薬
物
に
比
べ
、
第
一
級
薬
物
の
ほ
う
が
猶
予

期
間
中
に
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
割
合
が
や
や
高
い
と
分
か
る
（
但
し
、
処
分
と
取
消
し
は
必
ず
し
も
同
じ
年
度
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
な
い
た
め
、

疑
似
的
分
析
で
は
あ
る
が
、
大
ま
か
な
傾
向
が
見
え
る
）。
さ
ら
に
取
消
事
由
（
表
５
参
照
）
を
見
れ
ば
、
再
犯
で
取
り
消
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
う

ち
、
第
一
級
薬
物
の
使
用
者
の
九
割
弱
（
八
八
％
）、
第
二
級
の
使
用
者
の
八
割
強
（
八
二
・
五
％
）
が
薬
物
再
使
用
で
あ
）
44
（
る
。
一
方
、
第

二
級
薬
物
の
場
合
、
再
犯
よ
り
も
取
消
事
由
の
多
く
は
履
行
・
遵
守
事
項
の
違
反
で
あ
る
。
統
計
は
、
違
反
の
詳
細
を
示
し
て
い
な
い
が
、

そ
の
殆
ど
が
禁
絶
治
療
を
完
了
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
統
計
に
基
づ
い
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
禁
絶
治
療
を
受

け
た
理
由
は
第
一
級
や
第
二
級
薬
物
の
使
用
を
問
わ
ず
、
再
使
用
に
よ
る
再
犯
の
場
合
、
そ
の
大
半
は
検
察
官
が
緩
起
訴
処
分
を
行
っ
た

時
点
よ
り
六
か
月
以
内
の
再
使
用
で
あ
）
45
（
る
。

㈡
　
制
度
の
評
価

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
毒
品
防
止
条
例
の
登
場
に
よ
り
、
薬
物
濫
用
者
対
策
は
厳
罰
か
ら
治
療
（
保
安
処
分
）
に
変
わ
り
、
使
用
者
の
病

的
性
質
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
大
い
に
評
価
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
特
に
施
設
内
処
遇
で
あ
る
保
安
処
分
で
治
療
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
過
去
に
複
数
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
46
（

た
。
ま
ず
、

観
察
、
勒
戒
や
強
制
戒
治
の
実
施
は
戒
治
所
や
拘
置
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
行
政
組
織
上
、
刑
務
所
と
の
関
係

が
近
く
、
運
営
や
管
理
面
に
お
い
て
も
刑
務
所
の
影
響
が
色
濃
く
出
て
お
り
、「
戒
治
機
関
の
名
の
監
獄
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、
観
察
、
勒
戒
や
強
制
戒
治
は
一
つ
の
「
治
療
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
を
執
行
す
る
施
設
は
、
行
政
組
織
の
資
源
の
限
界
な

ど
の
理
由
で
、
そ
れ
に
関
連
す
る
医
療
的
ノ
ウ
ハ
ウ
を
必
ず
し
も
十
分
に
持
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
限
ら
れ
た
施
設
で
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数
多
く
の
被
処
分
者
を
処
遇
せ
ざ
る
を
得
ず
、
被
処
分
者
の
特
性
や
薬
物
の
使
用
種
類
な
ど
に
沿
っ
て
個
別
の
処
遇
を
行
う
こ
と
も
困
難

で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
被
処
分
者
に
対
す
る
「
治
療
」
の
効
果
が
振
る
わ
ず
、
お
ま
け
に
被
処
分
者
の
問
題
性
が
悪
化
す
る
な
ど
、
短

期
自
由
刑
並
み
の
弊
害
も
出
て
い
た
。

　
一
方
、
条
件
付
緩
起
訴
と
い
う
制
度
自
体
は
、
被
疑
者
を
起
訴
せ
ず
、
一
定
の
事
項
を
履
行
・
遵
守
し
て
も
ら
い
、
猶
予
期
間
中
に
観

察
を
施
す
か
ら
、
一
種
の
社
会
内
処
遇
制
度
で
あ
る
。
通
院
を
基
本
と
す
る
禁
絶
治
療
も
正
に
社
会
内
処
遇
で
あ
る
。
短
期
自
由
刑
に
類

似
す
る
施
設
内
処
遇
の
弊
害
を
防
ぐ
と
い
う
消
極
的
利
点
は
勿
論
、
被
処
分
者
が
社
会
内
処
遇
に
よ
り
、
就
労
や
就
学
へ
の
影
響
も
あ
る

程
度
回
避
で
き
る
。
処
分
を
通
じ
て
、
被
処
分
者
の
薬
物
依
存
の
治
療
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
社
会
や
家
庭
生
活
の
再
建
に
寄
与
す
る
と
い

う
積
極
的
利
点
も
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
定
期
的
通
院
治
療
は
被
処
分
者
の
状
況
を
把
握
す
る
の
み
な
ら
ず
、
担
当
医
が

患
者
（
被
処
分
者
）
の
状
況
に
よ
り
個
別
指
導
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
利
点
も
無
視
で
き
な
い
。

　
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
に
よ
り
、
施
設
内
処
遇
の
保
安
処
分
に
流
れ
る
事
件
が
大
幅
に
減
少
し
、
台
湾
で
の
薬
物
使
用
者
に
対
す

る
刑
事
的
処
遇
の
全
体
を
見
れ
ば
、
特
に
刑
事
手
続
の
入
口
で
は
社
会
内
処
遇
の
重
み
が
確
実
に
増
加
し
た
。
こ
う
し
た
施
設
内
処
遇
か

ら
社
会
内
処
遇
へ
の
転
換
は
も
っ
と
も
評
価
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
別
の
側
面
で
観
察
す
れ
ば
、
準
刑
事
施
設
に
丸
投
げ
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
従
来
の
仕
組
み
か
ら
脱
却
し
、
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
刑
事
司
法
の
医
療
福
祉
と
の
連
携
を
、
こ
の
き
っ
か
け
に
よ
り
改
め

て
見
直
し
た
点
も
大
き
い
。

　
ま
た
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
に
付
さ
れ
た
人
数
が
、
第
一
級
と
第
二
級
薬
物
使
用
罪
の
起
訴
・
緩
起
訴
の
総

人
数
の
一
か
ら
二
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
端
的
に
こ
の
数
字
を
見
れ
ば
、
緩
起
訴
制
度
の
最
初
の
目
的
で
あ
る
「
司
法
資
源
の
合

理
化
」
に
寄
与
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
緩
起
訴
制
度
の
成
立
当
時
、
禁
絶
治
療
の
モ
デ
ル
は
ま
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、
こ

の
履
行
・
遵
守
事
項
を
用
い
て
司
法
資
源
の
合
理
化
を
求
め
る
関
連
性
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
初
犯
者
や
準
初
犯
者
以
外
の
被
疑

者
に
も
（
可
能
性
が
低
く
な
る
と
は
い
え
）
適
用
で
き
る
こ
と
や
、
公
判
を
開
か
な
い
簡
易
判
決
よ
り
も
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
の
処



台湾における条件付起訴猶予の運用による薬物自己使用対策について

17

遇
が
薬
物
使
用
者
の
状
況
を
考
慮
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
法
的
枠
組
み
と
し
て
、
薬
物
濫
用
を
原
因
と
す
る
そ
の
他
犯
罪
に
お
い
て
も
、

禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
の
運
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
法
資
源
の
合
理
化
へ
の
寄
与
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
被
疑
者
の
社
会
復
帰

と
特
別
予
防
と
い
う
目
的
に
寄
与
し
て
い
る
と
評
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
制
度
の
問
題
点
と
残
さ
れ
た
課
題

　
台
湾
で
は
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
に
対
す
る
好
意
的
意
見
が
多
く
見
ら
れ
る
一
方
、
制
度
の
問
題
点
や
課
題
が
幾
つ
か
あ
り
、

そ
の
一
部
を
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
る
。

㈠
　
制
度
の
使
い
分
け

　
台
湾
現
在
の
第
一
級
・
第
二
級
薬
物
使
用
罪
の
処
理
で
は
、
嫌
疑
な
し
や
起
訴
の
場
合
を
除
け
ば
、
起
訴
し
な
い
場
合
は
保
安
処
分
や

禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
。
政
策
的
に
は
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
を
推
進
し
て
い
る
と
は
い
え
、
保
安
処
分
を

申
請
す
る
こ
と
も
検
察
官
の
裁
量
に
よ
る
。
検
察
官
に
よ
っ
て
裁
量
の
バ
ラ
つ
き
が
出
る
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
毒
品
防
止
条

例
の
制
度
設
計
に
よ
る
制
限
を
併
せ
て
、
処
分
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
再
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
毒
品
防
止
条
例
の
特
徴
と
さ
れ
る
初
犯
者
や
準
初
犯
者
の
処
遇
を
い
う
と
、
保
安
処
分
を
適
用
し
た
場
合
、「
観
察
、
勒
戒
」

の
執
行
後
に
、
た
と
え
被
処
分
者
の
薬
物
使
用
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
引
き
続
き
強
制
戒
治
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
強
制
戒
治
の
期
間
満

了
に
伴
っ
て
検
察
官
は
不
起
訴
処
分
を
す
る
の
に
対
し
、
条
件
付
緩
起
訴
を
適
用
し
た
場
合
、
う
ま
く
い
け
ば
不
起
訴
と
同
等
な
効
力
が

得
ら
れ
る
が
、
猶
予
期
間
中
に
遵
守
条
件
違
反
や
薬
物
の
再
使
用
な
ど
が
あ
れ
ば
、
処
分
が
取
り
消
さ
れ
再
捜
査
や
起
訴
に
な
る
。
こ
の

点
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
二
つ
の
処
分
類
型
の
棲
み
分
け
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
薬
物
使
用
者
の
病
的
性
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質
を
重
視
し
治
療
を
図
っ
て
初
犯
や
準
初
犯
に
対
し
て
刑
罰
の
代
わ
り
に
保
安
処
分
を
用
い
る
政
）
47
（
策
を
徹
し
た
こ
と
で
、
既
に
「
犯
罪
」

と
し
て
検
察
段
階
に
入
っ
た
事
件
に
対
し
て
、
保
安
処
分
の
執
行
後
に
、
手
続
上
、
不
起
訴
処
分
で
終
結
さ
せ
る
し
か
な
い
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
）
48
（
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
は
、
現
行
制
度
の
設
計
で
あ
り
、
処
遇
選
択
上
の
制
限
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
台
湾
で
の
薬
物
自
己
使
用
の
対
策
は
、
保
安
処
分
の
代
わ
り
に
、
起
訴
猶
予
た
る
条
件
付
緩
起
訴
を
用
い
る
、
と
い
う
よ
う
に

も
読
み
取
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
両
者
と
も
、
薬
物
使
用
者
の
病
的
性
質
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
訴
追
の
代
わ
り
と
し
て
設
け
ら
れ
た
方

法
で
あ
る
と
捉
え
た
ほ
う
が
相
応
し
い
。
も
っ
と
も
、
保
安
処
分
と
起
訴
猶
予
は
出
発
点
の
異
な
る
制
度
で
あ
り
、
適
用
す
る
際
に
も
異

な
る
考
慮
が
要
求
さ
れ
る
。
被
処
分
者
の
危
険
性
の
除
去
に
着
目
す
る
保
安
処
分
で
は
、
極
端
に
い
え
ば
、
薬
物
再
使
用
の
リ
ス
ク
の
み

が
考
慮
さ
れ
る
。「
観
察
、
勒
戒
」
や
「
強
制
戒
治
」
に
は
実
施
期
間
の
下
限
ま
た
は
上
限
は
あ
る
も
の
の
、
刑
期
の
概
念
が
な
く
、
薬

物
使
用
傾
向
の
断
絶
と
い
う
処
分
の
目
的
に
達
成
次
第
、
実
施
を
打
ち
切
る
と
い
う
仕
組
み
も
、
危
険
性
除
去
の
趣
旨
に
従
っ
た
ゆ
え
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
条
件
付
緩
起
訴
は
量
刑
事
由
に
準
じ
る
事
情
、
つ
ま
り
、
行
為
責
任
と
一
般
予
防
、
そ
し
て
特
別
予
防
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
り
、
保
安
処
分
よ
り
も
複
雑
な
判
断
構
造
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
従
え
ば
、
犯
情
の
悪
質
さ
な
ど
に
照
ら
し
て
、

起
訴
し
て
刑
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
）
49
（
案
も
当
然
あ
り
う
る
が
、
考
慮
す
べ
き
諸
要
素
の
実
際
の
内
容
に
よ
り
、
社
会
内
処
遇
の

方
向
に
働
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
緩
起
訴
と
い
う
処
分
類
型
が
訴
追
の
代
わ
り
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
斟
酌
す
べ
き
事
情
へ

の
考
慮
を
通
し
て
社
会
内
処
遇
に
適
す
る
事
案
を
選
び
出
す
政
策
的
要
請
が
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
、
捜
査
中
の
尿
検
査
に
よ
り
、
被
疑
者
が
使
用
し
た
薬
物
の
種
類
及
び
使
用
の
事
実
を
確
認
し
、
検
察
官
は
、
薬
物

使
用
の
事
実
を
含
む
捜
査
資
料
や
前
科
記
録
、
あ
る
い
は
、
出
頭
に
応
じ
た
被
疑
者
へ
の
取
調
べ
で
得
た
材
料
の
み
に
頼
っ
て
、
処
分
種

類
と
そ
の
内
容
を
決
め
る
。
検
察
官
は
被
疑
者
の
通
院
治
療
の
適
性
に
つ
い
て
提
携
病
院
の
助
言
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
事
案
に

よ
っ
て
、
限
ら
れ
た
情
報
で
、
緩
起
訴
に
十
分
な
判
断
材
料
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
加
え
、
再
犯
ま
た
は
薬
物
再
使

用
に
伴
う
処
分
の
取
消
し
や
再
捜
査
・
起
訴
な
ど
が
負
担
に
な
り
、
検
察
官
は
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
を
敬
遠
し
が
ち
で
あ
）
50
（
る
。
こ
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の
よ
う
な
状
況
で
は
、
検
察
官
が
処
分
の
種
類
や
内
容
を
決
め
る
際
に
、
被
疑
者
の
薬
物
再
使
用
の
リ
ス
ク
を
重
く
考
慮
す
る
傾
向
が

あ
っ
て
も
、
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。

　
し
か
し
、
判
断
に
資
す
る
材
料
の
不
足
や
捜
査
起
訴
の
負
担
な
ど
に
よ
り
、
被
疑
者
の
薬
物
再
使
用
の
お
そ
れ
ば
か
り
考
慮
す
れ
ば
、

禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
へ
の
適
性
が
容
易
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
初
犯
者
や
準
初
犯
者
の
場
合
、
事
案
が
条
件
付
緩
起
訴
に
適

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
左
に
な
る
材
料
が
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
保
安
処
分
に
回
さ
れ
る
状
況
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

前
述
し
た
選
別
効
果
の
弱
化
、
ひ
い
て
は
、
保
安
処
分
と
緩
起
訴
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
保
安
処
分
と
緩
起

訴
の
区
別
を
あ
ま
り
に
も
曖
昧
に
す
れ
ば
、
両
者
を
互
い
に
代
替
し
う
る
制
度
と
し
て
認
識
す
る
危
険
性
さ
え
あ
）
51
（

る
。

　
保
安
処
分
と
起
訴
猶
予
の
性
質
の
違
い
か
ら
す
れ
ば
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
付
す
る
際
に
、
薬
物
再
使
用
の
危
険
性
の
み
な
ら
ず
、

被
疑
者
の
就
労
・
就
学
の
状
況
、
家
庭
環
境
や
支
援
す
る
家
族
の
有
無
な
ど
特
別
予
防
に
資
す
る
事
情
、
並
び
に
社
会
内
処
遇
を
受
け
る

必
要
性
を
含
め
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
治
療
を
遵
守
履
行
条
件
に
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
治
療
目
的
に
寄
与
し
う
る
点
を
積
極
的
な
要

素
と
し
て
捉
え
、
で
き
る
だ
け
被
疑
者
に
と
っ
て
有
利
な
処
分
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
検
察
官
処
分
の
段
階
に
特
段
の
調
査
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
弁
護
士
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と
も
解
決
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

㈡
　
再
犯
発
覚
を
め
ぐ
っ
て

　
台
湾
で
は
、
検
察
官
が
条
件
付
緩
起
訴
の
処
分
を
し
て
、
期
間
中
に
被
疑
者
が
再
犯
や
遵
守
事
項
違
反
で
前
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
場

合
、
再
捜
査
や
起
訴
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
無
事
に
期
間
が
経
過
し
た
場
合
は
再
起
訴
禁
止
の
確
定
力
が
付
与
さ
れ
る
。
処
分
か
ら
猶
予

期
間
満
了
ま
で
の
間
、
法
律
上
、
処
分
の
効
力
は
未
定
で
あ
）
52
（

る
。

　
こ
う
い
っ
た
前
提
で
、
被
処
分
者
が
禁
絶
治
療
な
ど
社
会
内
処
遇
を
受
け
る
期
間
（
ひ
い
て
は
、
猶
予
期
間
全
体
）
は
、
考
え
方
次
第
で
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捜
査
の
延
長
に
な
り
か
ね
な
い
。
例
え
ば
、
禁
絶
治
療
中
の
保
護
観
察
官
に
よ
る
尿
検
査
は
、
再
犯
（
薬
物
の
再
使
用
）
の
発
見
を
目
的

と
し
て
実
施
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
治
療
期
間
が
事
実
上
の
捜
査
の
延
長
に
な
る
。
し
か
し
、
薬
物
依
存
症
の
病
的
部
分
を
理
解
す
れ

ば
、
薬
物
の
再
使
用
を
症
状
の
再
発
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
行
き
過
ぎ
た
再
犯
発
見
を
目
的
と
し
た
検
査
は
か
え
っ
て
治
療
の
趣

旨
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
症
状
の
再
発
だ
け
で
社
会
内
処
遇
を
受
け
る
機
会
を
失
う
こ
と
で
、
特
別
予
防
も
危
ぶ
ま
れ
る
た
め
、
適
切

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
禁
絶
治
療
は
被
処
分
者
が
社
会
内
で
履
行
・
遵
守
す
る
内
容
で
あ
り
、
捜
査
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、

尿
検
査
は
あ
く
ま
で
も
、
治
療
の
継
続
に
助
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
検
査
結
果
も
処
遇
状
況
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
検
察
官
に
処

分
後
の
処
理
の
参
考
に
供
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
）
53
（

る
。

㈢
　
薬
物
再
使
用
に
つ
い
て
の
起
訴
を
め
ぐ
っ
て

　
不
起
訴
を
前
提
と
し
た
保
安
処
分
の
運
用
は
初
犯
者
や
準
初
犯
者
の
み
に
適
用
す
る
の
に
対
し
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
場
合
、
法
規

定
の
枠
組
み
と
し
て
、
初
犯
者
や
準
初
犯
者
以
外
の
被
疑
者
は
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
再
び
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に

付
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
禁
絶
治
療
に
か
か
わ
ら
ず
、
緩
起
訴
制
度
全
体
の
運
用
で
、「
公
共
利
益
の
維
持
」
と
い
う
判
断
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
検

察
官
は
処
分
に
対
す
る
一
般
市
民
の
正
義
感
情
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
初
犯
者
や
準
初
犯
者
以
外
の
薬
物
再
使
用
者
に
対

し
訴
追
を
選
ぶ
状
況
も
予
想
し
う
る
。
こ
の
場
合
、
簡
易
判
決
の
申
立
や
通
常
起
訴
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。

　
簡
易
判
決
申
立
の
対
象
事
件
は
、
裁
判
所
が
執
行
猶
予
判
決
や
罰
金
に
又
は
義
務
労
働
に
換
刑
処
分
の
で
き
る
（
六
か
月
以
下
の
）
有

期
刑
を
言
い
渡
す
事
件
に
限
る
た
め
、
犯
情
の
比
較
的
軽
い
ケ
ー
ス
に
適
用
さ
れ
）
54
（
る
。
簡
易
判
決
裁
判
の
殆
ど
は
通
常
の
公
判
を
開
か
ず

に
書
面
審
理
で
終
わ
る
。
し
か
し
、
検
察
官
が
単
純
な
薬
物
の
再
使
用
事
件
に
対
し
、
犯
情
が
軽
い
故
に
簡
易
判
決
申
立
に
よ
り
処
理
し
、

単
純
執
行
猶
予
、
あ
る
い
は
短
期
自
由
刑
の
判
決
で
罰
金
刑
や
義
務
労
働
に
換
刑
し
て
終
わ
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
被
告
人
の
特
性
が
考
慮



台湾における条件付起訴猶予の運用による薬物自己使用対策について

21

さ
れ
ず
、
依
存
症
治
療
の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
再
犯
の
訴
追
と
は
い
え
、
依
存
症
を
持
つ
薬
物
濫
用
者
に
は
有
益
と

は
言
い
難
い
。

　
ま
た
、
台
湾
の
制
度
で
は
、
簡
易
判
決
審
理
に
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
猶
予
判
決
に
保
護
観
察
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
保
護
観
察

の
遵
守
事
項
に
治
療
に
関
す
る
内
容
が
な
い
。
薬
物
再
使
用
の
場
合
、
特
に
執
行
猶
予
判
決
の
可
能
性
が
高
い
事
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所

に
付
随
命
令
を
付
加
す
る
こ
と
を
求
刑
す
る
こ
と
は
、
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
台
湾
制
度
で
は
、
裁
判
所
が
執
行
猶
予
を
言
い

渡
す
と
き
、
付
随
命
令
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
項
目
は
緩
起
訴
の
履
行
・
遵
守
と
類
似
し
て
お
り
、「
禁
絶
治
療
、
精
神
治
療
、

心
理
補
導
ま
た
は
そ
の
他
適
切
な
処
遇
措
置
を
完
了
す
る
こ
と
」
と
い
う
事
項
も
存
在
し
て
い
）
55
（

る
。
前
述
の
状
況
で
は
、
検
察
官
が
被
告

人
を
起
訴
し
、
禁
絶
治
療
命
令
付
の
執
行
猶
予
を
求
刑
し
、
薬
物
再
使
用
者
の
特
性
に
沿
う
治
療
措
置
が
採
ら
れ
れ
ば
、
治
療
の
観
点
か

ら
は
単
純
執
行
猶
予
よ
り
も
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
実
務
現
場
で
は
、
初
犯
や
準
初
犯
以
外
の
薬
物
再
使
用
に
対
し
て
、
再
び
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
付
す
る
可
能
性
が
低
く
な
る
と
は
い

え
、
検
察
官
次
第
で
行
わ
れ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
単
純
な
再
使
用
で
、
か
つ
、
犯
情
も
軽
い
事
案
で
は
、
検
察

段
階
に
比
べ
裁
判
所
は
短
期
間
で
被
告
人
に
適
す
る
処
遇
を
決
め
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
簡
易
判
決
申
立
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
社
会
内
処
遇
に
適
す
る
被
疑
者
に
対
し
て
再
度
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
付
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
簡
易
判
決
申
立
を
含

む
起
訴
を
選
ぶ
場
合
、
事
案
に
も
よ
る
が
、
執
行
猶
予
の
可
能
性
の
あ
る
限
り
、
禁
絶
治
療
命
令
付
の
執
行
猶
予
を
求
刑
し
た
ほ
う
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣
　
取
消
率
と
再
犯
率
を
め
ぐ
っ
て

　
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
取
消
率
や
そ
の
再
犯
率
に
対
す
る
指
摘
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。

　
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
統
計
を
基
に
し
た
単
純
計
算
で
は
あ
る
が
、
第
一
級
薬
物
の
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
の
疑
似
的
取
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消
率
は
約
四
八
・
六
％
で
あ
り
、
第
二
級
は
三
六
・
三
％
で
あ
）
56
（
る
。

　
一
方
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
再
犯
率
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
政
府
の
公
表
し
た
数
字
で
は
、
そ
の
再
犯
率
や
そ
の
他
処
遇
法
と
比

較
し
う
る
数
字
が
得
ら
れ
な
い
が
、
研
究
者
に
よ
る
研
究
結
果
は
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
を
受
け
、
そ
の
後

再
び
薬
物
を
再
使
用
し
た
者
（
薬
物
使
用
罪
で
捜
査
を
受
け
、
嫌
疑
あ
り
と
さ
れ
た
以
上
の
こ
と
を
指
す
）
と
い
う
意
味
で
の
再
犯
率
は
五
一
・

六
％
で
あ
り
、
同
様
な
条
件
で
、
保
安
処
分
の
「
観
察
、
勒
戒
」
を
受
け
た
の
ち
、
薬
物
再
使
用
の
再
犯
率
は
四
〇
・
五
％
で
あ
り
、

「
強
制
戒
治
」
の
場
合
は
五
二
・
八
で
あ
）
57
（
る
。
そ
し
て
、
本
犯
で
使
用
し
た
薬
物
の
類
別
で
再
使
用
の
状
況
を
見
る
と
、
第
一
級
薬
物
の

使
用
で
緩
起
訴
の
禁
絶
治
療
処
遇
を
受
け
た
被
処
分
者
の
再
使
用
率
は
六
三
・
八
％
で
あ
り
、
第
二
級
薬
物
の
使
用
で
処
分
を
受
け
た
場

合
は
三
八
・
五
％
で
あ
る
。
ま
た
、
統
計
時
間
に
ズ
レ
が
あ
る
も
の
の
、
第
一
級
薬
物
使
用
で
刑
務
所
に
入
所
し
出
所
し
た
者
の
再
使
用

率
は
七
二
・
六
％
で
あ
り
、
同
じ
く
第
二
級
薬
物
の
場
合
は
七
〇
・
三
％
で
あ
）
58
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
を
受
け
、
研
究
者
は
、
禁
絶
治
療
の
効
果
が
刑
務
所
の
処
遇
よ
り
優
れ
て
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
保
安
処
分
の
治

療
よ
り
優
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
意
見
を
示
し
）
59
（

た
。
改
善
策
と
し
て
、
政
策
的
に
処
遇
効
果
の
悪
い
第
一
級
の
受
け
入
れ
を

減
ら
）
60
（
す
、
あ
る
い
は
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
に
付
す
る
被
疑
者
を
厳
選
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
）
61
（
る
。

　
し
か
し
、
再
犯
率
に
関
し
て
、
前
掲
の
研
究
は
、
保
安
処
分
の
部
分
は
処
分
を
執
行
す
る
施
設
よ
り
出
所
し
た
者
を
統
計
の
母
体
に
し

て
一
定
時
期
ま
で
の
再
犯
率
を
計
算
し
）
62
（
た
の
に
対
し
、
緩
起
訴
処
分
の
部
分
は
治
療
完
了
の
状
況
を
問
わ
ず
、
途
中
で
再
犯
に
よ
り
ド

ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
者
を
含
め
た
全
て
の
者
を
母
体
に
し
て
、
一
定
時
期
ま
で
再
犯
率
を
計
算
し
た
た
め
、
比
較
し
う
る
基
準
が
揃
っ
て

い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
前
提
で
あ
れ
ば
、
禁
絶
治
療
の
再
犯
率
が
保
安
処
分
に
劣
ら
な
い
こ
と
は
、
禁
絶
治

療
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
証
左
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
取
消
率
を
い
う
と
、
薬
物
使
用
者
の
特
徴
と
し
て
、
依
存
症
を
精
神
力
で
制
御
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
非
常
に
再
使
用
に
陥
り

や
す
い
た
め
、
相
当
数
の
再
使
用
（
再
犯
）
を
理
由
に
し
た
取
消
し
は
そ
も
そ
も
予
想
し
う
る
。
割
高
の
取
消
率
は
、
あ
る
意
味
、
こ
の
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犯
罪
の
性
質
に
よ
る
必
然
で
あ
り
、
そ
し
て
、
薬
物
の
依
存
性
は
等
級
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
第
一
級
の
取
消
率
が
高
い
こ

と
も
、
事
理
の
当
然
で
あ
り
、
処
遇
効
果
の
否
定
的
判
断
に
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
取
消
率
の
改
善
を
図
る
た
め
、
受
け
入
れ
を
減
少
さ

せ
、
被
疑
者
を
厳
選
す
れ
ば
直
ち
に
改
善
に
は
繫
が
る
。
し
か
し
、
治
療
を
拒
絶
す
る
重
度
の
依
存
症
や
、
社
会
内
処
遇
に
適
し
な
い
薬

物
濫
用
者
に
つ
い
て
は
慎
重
に
選
ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
処
遇
完
了
の
高
度
な
見
込
み
の
あ
る
被
疑
者
だ
け
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
依
存

症
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
社
会
内
処
遇
へ
の
適
性
の
あ
る
者
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
い
、
自
由
刑
あ
る
い
は
施
設
内
の
保
安
処
分
を
受
け
る

し
か
な
く
、
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
検
察
官
が
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
を
決
め
よ
う
と
す
る
際
に
必
ず
し
も
常
に
十
分
な
判
断
材
料

を
確
保
で
き
る
わ
け
で
な
く
、
禁
絶
治
療
に
適
す
る
被
疑
者
選
び
に
は
未
だ
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
治
療
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
、
な

る
べ
く
効
果
的
治
療
を
被
疑
者
に
提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
、
判
断
材
料
の
確
保
な
ど
を
通
じ
て
、
対
象
者
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
精
度

を
高
め
れ
ば
、
処
遇
効
果
の
向
上
と
取
消
率
の
改
善
に
も
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
取
消
し
や
再
犯
に
関
連
し
て
、
既
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
禁
絶
治
療
に
付
さ
れ
た
の
ち
、
薬
物
を
再
使
用
し
た
ケ
ー
ス
の
大
半

は
、
処
分
後
の
六
か
月
以
内
の
再
使
用
で
あ
り
、
特
に
二
か
月
以
内
の
再
使
用
が
も
っ
と
も
多
い
、
と
い
う
興
味
深
い
研
究
発
見
が
あ
）
63
（
る
。

禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
は
、
司
法
と
医
療
福
祉
と
の
緊
密
な
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
被
処
分
者
も
治
療
の
初
期
段
階
で
治
療
に

慣
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
の
処
分
か
ら
保
護
観
察
官
の
フ
ォ
ロ
ー
ま
で
時
間
が
か
か
る
と
い
う
現
状
か
ら
は
、
こ
の
時

期
の
再
使
用
は
、
強
固
な
連
携
が
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
や
監
督
の
空
白
期
間
を
な
る
べ
く
作
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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六
　
お
わ
り
に

―
日
本
へ
の
示
唆
を
兼
ね
て

　
以
上
、
台
湾
に
お
け
る
条
件
付
起
訴
猶
予
の
運
用
に
よ
る
薬
物
自
己
使
用
対
策
に
つ
い
て
、
歴
史
的
経
緯
を
含
め
て
現
在
の
運
用
状
況

や
制
度
の
課
題
を
検
討
し
た
。
台
湾
で
は
、
依
存
症
を
主
と
し
た
薬
物
濫
用
問
題
に
対
す
る
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
薬
物
濫
用
者
の
社

会
復
帰
に
資
す
る
社
会
的
資
源
を
よ
り
高
度
に
統
合
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ラ
ッ
グ
コ
ー
ト
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
が
議
論
さ
れ

て
お
）
64
（

り
、
一
歩
進
ん
だ
薬
物
自
己
使
用
罪
の
非
刑
罰
化
を
中
心
と
し
た
意
見
も
後
を
絶
た
な
）
65
（

い
。
刑
事
司
法
の
み
で
対
応
し
き
れ
な
い
現

実
は
そ
の
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
状
と
し
て
、
薬
物
の
自
己
使
用
を
犯
罪
と
す
る
以
上
、
刑
事
司
法
は
係
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
類
似
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
日
本
は
、
前
述
し
た
台
湾
の
運
用
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
濫
用
さ
れ
て
い
る
薬
物
の
種
類
を
い
え
ば
、
ヘ
ロ
イ
ン
系
と
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
系
が
主
流
で
あ
る
台
湾
に
対
し
、
日
本
で
は
覚

せ
い
剤
の
濫
用
が
圧
倒
的
に
多
い
。
第
一
級
薬
物
と
指
定
さ
れ
た
ヘ
ロ
イ
ン
は
勿
論
、
実
際
、
日
本
で
よ
く
濫
用
さ
れ
て
い
る
薬
物
、
例

え
ば
、
覚
せ
い
剤
「
ヒ
ロ
ポ
ン
」
こ
と
メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
塩
酸
塩
、
大
麻
、
あ
る
い
は
、
合
成
麻
薬
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ａ
の
主
成
分
も
、
い
ず
れ

も
毒
品
防
止
条
例
の
第
二
級
薬
物
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
濫
用
薬
物
の
割
合
が
異
な
る
も
の
の
、
日
本
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
薬
物

は
、
台
湾
制
度
に
お
い
て
も
毒
品
防
止
条
例
の
薬
物
自
己
使
用
罪
の
規
制
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
日
本
制
度
を
検
討
す
る
際
に
、

台
湾
の
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
の
運
用
状
況
を
参
照
対
象
と
す
る
基
礎
は
あ
る
。

　
次
に
、
薬
物
の
自
己
使
用
に
つ
い
て
、
刑
罰
以
外
に
、
毒
品
防
止
条
例
で
の
処
遇
は
保
安
処
分
と
起
訴
猶
予
（
緩
起
訴
）
も
併
用
し
て

い
る
。
両
者
は
機
能
も
構
造
も
異
な
る
制
度
で
は
あ
る
が
、
本
論
文
の
範
囲
と
な
る
薬
物
自
己
使
用
に
限
り
、
保
安
処
分
の
実
施
内
容
は

薬
物
依
存
症
の
治
療
が
内
容
と
さ
れ
、
こ
の
点
は
緩
起
訴
の
履
行
・
遵
守
事
項
で
あ
る
禁
絶
治
療
と
基
本
的
に
一
致
し
て
お
り
、
一
部
の
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保
安
処
分
は
不
起
訴
処
分
を
前
提
と
し
て
運
用
さ
れ
、
こ
の
点
も
緩
起
訴
と
同
様
で
、
訴
追
を
回
避
す
る
対
策
で
あ
る
。
保
安
処
分
の
な

い
日
本
に
と
っ
て
は
、
保
安
処
分
の
運
用
は
勿
論
現
実
的
で
は
な
い
が
、
上
記
の
点
か
ら
は
、
刑
事
訴
追
以
前
に
薬
物
使
用
者
の
病
的
性

質
と
治
療
を
重
ん
じ
る
毒
品
防
止
条
例
の
姿
）
66
（
勢
か
ら
、
制
度
検
討
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
台
湾
で
の
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
を
運
用
し
た
薬
物
自
己
使
用
の
事
案
の
範
囲
を
日
本
の
現
状
で
当
て
は
め
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
起
訴

猶
予
相
当
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
起
訴
相
当
以
上
に
あ
た
る
事
案
で
あ
ろ
う
。
こ
の
前
提
で
考
え
る
と
、
日
本
は
全
部
実

刑
の
場
合
に
は
特
別
改
善
指
導
が
あ
り
、
社
会
内
処
遇
に
適
す
る
場
面
で
は
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
の
施
行
で
薬
物
事
犯
に
も
積
極
的
に

適
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
が
採
ら
れ
て
お
り
、
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
全
部
執
行
猶
予
、
特
に
単
純
執
行
猶
予
の
部
分

は
取
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
日
本
で
は
、
覚
せ
い
剤
を
中
心
と
し
た
薬
物
の
自
己
使
用
犯
罪
は
重
い
犯
罪
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
行
為
責
任
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
起
訴

し
公
判
請
求
す
る
と
厳
格
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
保
護
観
察
は
量
刑
上
重
い
処
分
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
初
犯

の
場
合
、
全
部
執
行
猶
予
に
保
護
観
察
を
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
な
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
初
犯
の
場
合
で
も
事

案
を
起
訴
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
回
の
公
判
の
量
刑
が
単
純
執
行
猶
予
に
と
ど
ま
る
と
い
う
定
型
的
処
理
が
形
成
し
定
着
し
て
い
る
。

し
か
し
、
薬
物
使
用
者
は
依
存
症
に
よ
り
、
た
と
え
初
犯
で
あ
っ
て
も
、
早
期
の
段
階
で
対
策
を
採
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
依
存
症
が
悪
化

す
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
、
長
い
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
、
単
純
執
行
猶
予
は
こ
の
よ
う
な
特
性
に
対
応
し
き
れ
な
い
こ
と
に
よ

り
、
却
っ
て
濫
用
者
の
社
会
復
帰
を
遅
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
鑑
み
、
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
案
を
起
訴
猶
予
に
し
て
、
薬
物
依
存
治
療
な
ど
の
事
項
を
履
行
・
遵
守
し
て
も
ら
う
こ
と
に

よ
り
、
使
用
者
の
社
会
復
帰
に
も
再
犯
防
止
に
も
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
）
67
（
る
。
条
件
付
起
訴
猶
予
を
制
度
化
す
れ
ば
、
治
療
や
生

活
観
察
の
状
況
な
ど
が
後
日
に
情
状
と
し
て
裁
判
の
判
断
材
料
に
も
な
り
う
る
た
め
、
現
在
の
よ
う
な
初
回
の
公
判
請
求
で
保
護
観
察
の

要
否
に
関
す
る
判
断
が
不
十
分
と
い
う
あ
り
が
ち
な
状
況
が
打
開
で
き
、
保
護
観
察
付
全
部
執
行
猶
予
を
含
め
、
よ
り
き
め
細
か
な
量
刑



法学政治学論究　第119号（2018.12）

26

が
可
能
に
な
）
68
（
り
、
前
述
し
た
定
型
的
処
理
の
減
少
に
も
繫
が
る
。
そ
う
す
る
と
、
起
訴
さ
れ
て
も
、
初
回
公
判
で
全
部
単
純
執
行
猶
予
が

得
ら
れ
る
と
い
う
処
遇
の
マ
イ
ナ
ス
誘
因
が
消
失
し
、
起
訴
猶
予
に
よ
る
薬
物
依
存
治
療
を
受
け
る
被
処
分
者
に
と
っ
て
、
処
分
内
容
を

し
っ
か
り
遵
守
し
た
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
た
め
、
濫
用
者
本
人
の
早
期
治
療
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
起
訴
猶
予
で
行
わ
れ
る

処
遇
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
繫
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
本
で
は
、
近
年
、
入
口
支
援
の
取
組
み
を
皮
切
り
と
し
て
、
様
々
な
再
犯
防
止
の
取
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
法
務
省
の
法
制
審
議

会
に
お
い
て
も
、
起
訴
猶
予
等
に
伴
う
再
犯
防
止
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
そ
の
検
討
で
は
、「
検
察
官
は
被
疑
者
が
罪
を

犯
し
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
が
守
る
べ
き
事
項
を
設
定
し
、
所
定
の
時
間
に
被
疑
者
を

保
護
観
察
官
に
よ
る
指
導
・
監
督
に
付
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
制
度
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
）
69
（
た
。
再
犯
防
止
の

た
め
の
働
き
掛
け
の
や
り
方
や
効
果
な
ど
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
を
期
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
薬
物
使
用
に
関
し
て
、

台
湾
制
度
の
枠
組
み
や
実
施
法
な
ど
は
、
一
つ
の
参
考
に
す
る
こ
と
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
、
升
本
学
術
育
英
会
平
成
三
〇
年
度
学
術
研
究
助
成
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。）

（
1
）  

「
犯
罪
白
書
」（
平
成
二
九
年
版
）
一
四
七
頁
、
一
五
二
頁
。

（
2
）  

本
論
文
作
成
に
当
た
り
、
台
湾
法
務
部
統
計
処
専
門
委
員
王
雪
芳
氏
、
台
北
地
方
検
察
署
主
任
検
察
官
陳
淑
雲
氏
、
同
署
観
護
人
（
保
護
観
察

官
）
沈
品
璇
氏
よ
り
、
資
料
提
供
、
聞
き
取
り
調
査
及
び
質
問
票
調
査
へ
の
協
力
を
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
3
）  

例
え
ば
、「
刑
律
草
案
」
第
二
六
〇
条
の
法
定
刑
は
五
等
有
期
徒
刑
（
一
か
月
以
上
一
年
未
満
）、
拘
留
（
一
日
以
上
一
か
月
未
満
の
短
期
自
由

刑
）
ま
た
は
千
圓
以
下
の
罰
金
と
さ
れ
、「
暫
行
新
刑
律
」
も
同
様
で
あ
る
（
但
し
、
暫
行
新
刑
律
の
五
等
有
期
徒
刑
の
下
限
は
二
か
月
以
上
で

あ
る
）。
特
に
、（
旧
）
中
華
民
国
刑
法
の
第
二
七
五
条
で
は
、
あ
へ
ん
の
吸
引
ま
た
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
注
射
ま
た
は
コ
カ
イ
ン
・
ヘ
ロ
イ
ン
の
使
用

に
つ
い
て
は
、
法
定
刑
は
千
元
以
下
の
罰
金
刑
と
非
常
に
軽
い
処
罰
に
止
ま
っ
て
い
た
。
黄
源
盛
編
「
晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注
」（
二
〇
一

〇
）
一
五
一
、
四
七
二
頁
参
照
。
小
野
清
一
郎
「
中
華
民
国
刑
法
分
則
（
下
）」（
一
九
三
五
）
四
九
頁
以
下
参
照
。



台湾における条件付起訴猶予の運用による薬物自己使用対策について

27

（
4
）  

一
九
三
五
年
に
制
定
・
施
行
し
た
現
行
の
台
湾
刑
法
は
一
九
六
九
年
に
全
面
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
二
六
二
条
「
煙
毒
吸
引
罪
」
制
定

以
降
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
あ
へ
ん
、
モ
ル
ヒ
ネ
、
コ
カ
イ
ン
、
ヘ
ロ
イ
ン
ま
た
は
そ
の
合
成
製
品
を
使
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
法
定

刑
は
六
か
月
以
下
の
有
期
徒
刑
、
拘
役
ま
た
は
五
百
元
以
下
の
罰
金
と
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）  
一
九
五
五
年
の
制
定
当
初
の
名
称
は
「
勘
乱
時
期
粛
清
煙
毒
条
例
」
で
あ
る
。
内
乱
に
対
応
し
勘
乱
時
期
と
さ
れ
る
時
代
に
制
定
し
た
特
別
法

の
多
く
は
「
勘
乱
時
期
」
と
い
う
文
字
を
冠
さ
れ
た
。
一
九
九
二
年
に
「
勘
乱
時
期
」
の
解
除
に
伴
い
、
法
律
名
称
が
「
粛
清
煙
毒
条
例
」
と
な

り
、
一
九
九
八
年
の
全
面
改
正
に
よ
り
現
名
称
の
「
毒
品
危
害
防
制
条
例
」
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
医
学
・
科
学
の
場
面
で
用
い
る
麻
酔
薬
を

中
心
と
し
た
薬
品
に
つ
い
て
は
、「
管
制
薬
品
管
理
条
例
」
と
い
う
別
の
法
律
で
、
輸
出
・
輸
入
・
販
売
な
ど
を
管
理
し
て
い
る
。

（
6
）  

当
時
の
第
九
条
第
五
項
に
よ
れ
ば
、
初
犯
者
は
刑
の
執
行
前
に
断
薬
治
療
に
処
さ
れ
、「
そ
の
後
再
犯
し
た
者
は
、
そ
の
刑
は
三
分
の
二
ま
で

加
重
し
、
三
犯
の
者
は
死
刑
に
処
す
る
」
と
し
て
い
た
。

（
7
）  

「
依
存
性
」
は
使
用
に
よ
っ
て
依
存
症
を
引
き
起
こ
す
性
質
を
指
し
、
薬
物
本
来
の
性
質
で
あ
る
の
に
対
し
、「
濫
用
性
」
と
「
社
会
的
危
険

性
」
は
そ
の
時
期
に
社
会
で
濫
用
さ
れ
る
程
度
と
社
会
に
害
を
も
た
ら
す
状
況
を
指
し
、
流
動
的
概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
物
質
で
も
、

当
時
の
社
会
情
勢
に
よ
っ
て
等
級
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
8
）  

現
在
の
第
二
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
規
制
さ
れ
る
「
毒
品
」
は
以
下
の
品
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
法
は
代
表
的
物
質
を
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
す
る
だ
け
の
た
め
、
内
容
の
詳
細
は
政
府
が
定
期
的
に
検
討
し
公
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
第
一
級
：
ヘ
ロ
イ
ン
、
モ
ル
ヒ
ネ
、
ア
ヘ
ン
、
コ
カ
イ
ン
、
及
び
そ
れ
ら
の
派
生
品
。

　
　
　
　 

第
二
級
：
ケ
シ
、
コ
カ
、
大
麻
、
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
、
ペ
チ
ジ
ン
、
ペ
ン
タ
ゾ
シ
ン
、
及
び
そ
れ
ら
の
派
生
品
。

　
　
　
　
第
三
級
：
セ
コ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
、
ア
モ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
、
ナ
ロ
ル
フ
ィ
ン
、
及
び
そ
れ
ら
の
派
生
品
。

　
　
　
　
第
四
級
：
ア
ロ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
、
ア
ル
プ
ラ
ゾ
ラ
ム
、
及
び
そ
れ
ら
の
派
生
品
。

（
9
）  

第
三
級
と
第
四
級
の
薬
物
の
自
己
使
用
及
び
所
持
は
一
万
台
湾
元
以
上
五
万
台
湾
元
以
下
の
過
料
及
び
四
時
間
以
上
八
時
間
以
下
の
薬
物
危
害

講
習
の
受
講
を
課
す
（
毒
品
防
止
条
例
第
一
一
条
第
二
項
）。

（
10
）  

句
読
点
の
入
る
法
律
用
語
は
台
湾
で
は
珍
し
い
が
、「
観
察
、
勒
戒
」
は
併
せ
て
一
種
類
の
保
安
処
分
で
あ
る
。

（
11
）  

楊
士
隆
・
林
健
陽
編
「
犯
罪
矯
正
―
問
題
與
対
策
」（
二
〇
〇
七
）
二
〇
六
頁
。「
観
察
勒
戒
処
分
執
行
条
例
」
第
八
条
参
照
。

（
12
）  

「
戒
治
処
分
執
行
条
例
」
第
一
一
条
参
照
。

（
13
）  

現
在
、
台
湾
全
土
で
は
四
か
所
（
新
店
、
台
中
、
高
雄
、
台
東
）
の
戒
治
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
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（
14
）  

一
九
八
八
年
施
行
後
二
〇
〇
三
年
改
正
ま
で
の
毒
品
危
害
防
制
条
例
第
二
〇
条
第
二
項
と
第
二
三
条
第
一
項
。

（
15
）  

一
九
九
八
年
施
行
後
二
〇
〇
三
年
改
正
ま
で
の
毒
品
危
害
防
制
条
例
第
二
三
条
第
二
項
。

（
16
）  

台
湾
で
は
、
薬
物
自
己
使
用
の
犯
罪
者
や
被
疑
者
を
、「
犯
人
」
と
「
病
人
」
か
ら
造
語
し
た
「
病
犯
」
と
呼
ぶ
こ
と
や
、「
患
者
型
犯
人
」
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

（
17
）  
保
安
処
分
執
行
法
第
二
八
条
第
一
項
参
照
。

（
18
）  
台
湾
の
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
訴
訟
条
件
の
欠
如
や
証
拠
不
十
分
な
ど
の
理
由
で
不
起
訴
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
類
型
（
絶
対
的
不
起
訴
）
と
、

微
罪
な
ど
検
察
官
の
裁
量
権
に
よ
る
類
型
（
相
対
的
不
起
訴
処
分
）
が
あ
る
。
毒
品
防
止
条
例
で
の
不
起
訴
処
分
は
、
解
釈
上
は
、
特
殊
型
の

「
絶
対
的
不
起
訴
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
19
）  

「
立
法
院
公
報
」
第
九
一
巻
第
一
〇
期
（
二
〇
〇
二
）
九
四
〇
頁
参
照
。
台
湾
の
緩
起
訴
制
度
の
導
入
経
緯
や
運
営
状
況
に
つ
い
て
、
呉
柏
蒼

「
起
訴
猶
予
と
犯
罪
被
害
者
」
法
学
政
治
学
論
究
第
九
九
号
（
二
〇
一
三
）
六
九
頁
以
下
。

（
20
）  

履
行
・
遵
守
事
項
の
条
項
順
に
よ
れ
ば
、
①
被
害
者
に
謝
罪
、
②
悔
悟
書
の
提
出
、
③
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
の
支
払
い
、
④
公
庫
へ
の
金
銭

の
支
払
い
、
⑤
指
定
団
体
へ
の
義
務
労
務
の
提
供
、
⑥
禁
絶
治
療
な
ど
治
療
や
補
導
の
処
遇
、
⑦
被
害
者
保
護
命
令
、
⑧
再
犯
予
防
命
令
、
計
八

種
類
が
あ
る
。
③
か
ら
⑥
は
被
疑
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
で
は
、
横
浜
方
式
を
は
じ
め
と
す
る
起
訴
猶
予
で
行
わ

れ
る
処
遇
措
置
に
対
し
、
裁
判
所
が
行
う
有
罪
認
定
に
依
ら
な
い
処
遇
の
決
定
を
検
察
官
に
委
ね
る
こ
と
は
検
察
官
の
準
司
法
官
的
性
格
を
認
め

る
こ
と
を
意
味
し
適
正
手
続
違
反
に
も
当
た
る
、
処
遇
を
受
け
入
れ
る
同
意
の
背
景
に
起
訴
の
威
嚇
に
よ
る
心
理
強
制
が
あ
り
同
意
の
任
意
性
が

疑
わ
し
い
、
な
ど
の
批
判
が
為
さ
れ
て
い
る
。
台
湾
で
は
、
検
察
官
の
性
格
に
つ
い
て
未
だ
異
論
が
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
事
柄
で
の

立
場
を
問
わ
ず
、
条
件
付
緩
起
訴
及
び
そ
の
履
行
・
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
類
似
す
る
批
判
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。

（
21
）  

張
麗
卿
「
刑
事
訴
訟
法
理
論
與
運
用
」（
二
〇
〇
八
）
四
九
七
頁
、
朱
石
炎
「
刑
事
訴
訟
法
論
（
修
訂
五
版
）」（
二
〇
一
五
）
三
四
七
頁
参
照
。

起
訴
法
定
主
義
に
関
す
る
条
文
は
緩
起
訴
制
度
の
導
入
後
も
変
更
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
起
訴
相
当
な
嫌
疑
が
あ
れ
ば
起
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
が
、
要
件
を
満
た
し
適
切
と
判
断
さ
れ
る
事
件
に
対
す
る
起
訴
の
見
送
り
が
認
め
ら
れ
る
側
面
を
み
れ
ば
、
検
察
官
の
起
訴
裁
量

権
が
拡
張
し
た
と
い
え
る
。

（
22
）  

台
湾
刑
法
第
五
七
条
「
科
刑
す
る
際
に
行
為
者
の
責
任
を
基
礎
と
し
、
す
べ
て
の
情
状
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
以
下
の
事
項
に

留
意
し
科
刑
の
軽
重
の
基
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
、
犯
罪
の
動
機
と
目
的
。
二
、
犯
罪
当
時
に
与
え
ら
れ
た
刺
激
。
三
、
犯
罪
の
手
段
。

四
、
犯
罪
行
為
者
の
生
活
状
況
。
五
、
犯
罪
行
為
者
の
品
行
。
六
、
犯
罪
行
為
者
の
知
識
程
度
。
七
、
犯
罪
行
為
者
の
被
害
者
と
の
関
係
。
八
、
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犯
罪
行
為
者
の
義
務
違
反
の
程
度
。
九
、
犯
罪
に
よ
る
危
険
ま
た
は
損
害
。
一
〇
、
犯
罪
後
の
態
度
。」

（
23
）  

張
麗
卿
前
掲
四
九
八
頁
。
林
鈺
雄
「
刑
事
訴
訟
法
（
下
冊
）」（
二
〇
一
〇
）
七
八
頁
。

（
24
）  

二
〇
〇
四
年
か
ら
改
正
法
が
施
行
さ
れ
、
再
犯
や
三
犯
に
対
す
る
刑
事
訴
追
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
統
計
分
析
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇

六
年
の
確
定
し
た
刑
事
犯
罪
者
数
の
う
ち
、
一
六
・
八
％
が
薬
物
犯
罪
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
の
七
五
・
六
％
が
薬
物
犯
罪
の
前
科
を

持
っ
て
い
る
。
薬
物
関
連
の
犯
罪
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。
た
だ
、
統
計
に
は
、
薬
物
犯
罪
者
の
う
ち
、「
毒
品
危
害
防
制
条

例
」
だ
け
で
な
く
、「
管
制
薬
品
管
理
条
例
」
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
人
数
も
含
ま
れ
る
う
え
、
販
売
、
単
純
所
持
や
自
己
使
用
を
区
別
す
る
こ
と

も
な
い
た
め
、
厳
密
的
な
分
析
結
果
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
の
参
考
と
し
て
の
価
値
は
あ
る
。
法
務
部
「
中
華
民
国
九
五
年
犯
罪
状

況
及
其
分
析
」（
二
〇
〇
七
）
二
九
二
頁
参
照
。

（
25
）  

黄
徴
男
・
頼
擁
連
編
「
二
一
世
紀
監
獄
学
：
理
論
、
実
務
與
対
策
」（
二
〇
一
五
）
四
八
六
頁
。

（
26
）  

刑
事
訴
訟
法
第
二
五
三
条
の
二
第
一
項
第
六
号
「
禁
絶
治
療
、
精
神
治
療
、
心
理
補
導
ま
た
は
そ
の
他
適
切
な
処
遇
措
置
を
完
了
す
る
こ
と
」。

禁
絶
治
療
の
原
文
表
記
は
「
戒
癮
治
療
」
で
あ
り
、
解
釈
上
、
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
だ
け
で
な
く
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
な
ど
悪
癖
の
断
絶

に
関
す
る
治
療
も
含
ま
れ
う
る
。

（
27
）  

衛
生
福
利
部
疾
病
管
制
署
二
〇
一
七
年
八
月
一
七
日
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
に
通
報
さ
れ
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
新
感
染
者

数
三
三
七
八
人
の
う
ち
、
七
二
・
二
％
に
あ
た
る
二
四
二
五
人
が
薬
物
依
存
に
よ
る
注
射
感
染
者
で
あ
る
。

（
28
）  

二
〇
〇
五
年
一
二
月
六
日
行
政
院
衛
生
署
疾
病
管
制
局
「
毒
品
病
患
愛
滋
減
害
試
辦
計
画
」。「
減
害
」
と
い
う
用
語
は
英
語
のH

arm
  

Reduction

か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
29
）  

毒
品
防
止
条
例
第
二
四
条
第
一
項
「
本
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
三
条
第
二
項
の
手
続
（
筆
者
註
：
薬
物
使
用
罪
の
保
安
処
分
規
定
）
は
、

検
察
官
が
刑
事
訴
訟
法
第
二
五
三
条
の
一
第
一
項
、
第
二
五
三
条
の
二
に
よ
っ
て
、
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
を
行
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
少

年
裁
判
所
（
地
方
裁
判
所
少
年
法
廷
）
が
少
年
事
件
処
理
法
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
」。

（
30
）  

実
施
方
法
等
に
つ
い
て
、
筆
者
は
脚
注
に
提
示
す
る
文
献
や
資
料
の
ほ
か
、
筆
者
が
二
〇
一
八
年
四
月
及
び
八
月
台
北
地
方
検
察
署
に
て
行
っ

た
聞
き
取
り
調
査
、
並
び
に
台
北
地
方
検
察
署
検
察
官
へ
の
質
問
票
調
査
で
得
た
情
報
も
利
用
し
た
。

（
31
）  

刑
事
訴
訟
法
第
二
五
三
条
の
二
第
二
項
。

（
32
）  

法
務
部
通
達
「
検
察
機
関
辦
理
緩
起
訴
処
分
作
業
要
点
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
八
日
修
正
）
二
、
の
（
三
）
の
１
参
照
。

（
33
）  

衛
生
福
利
部
に
治
療
指
定
を
受
け
て
い
る
治
療
機
関
は
一
六
九
か
所
あ
る
（
一
三
二
の
病
院
と
三
七
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
）。
出
処
：
衛
生
福
利
部
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心
理
及
び
口
腔
衛
生
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二
〇
一
八
年
八
月
一
一
日
最
終
閲
覧
）https://dep.m

ohw.gov.tw
/D

O
M

H
AO

H
/cp-3548-37063-

107.htm
l

。

（
34
）  

行
政
院
通
達
「
毒
品
戒
癮
治
療
實
施
辦
法
及
完
成
治
療
認
定
標
準
」（
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
修
正
）
第
九
条
。

（
35
）  
通
常
、
事
務
作
業
上
の
理
由
で
、
初
回
の
出
頭
は
治
療
開
始
後
の
二
、
三
か
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
治
療
の
初
期
段
階
に
被
処
分
者
が
治
療
に

慣
れ
な
い
事
情
な
ど
も
考
慮
す
る
た
め
、
尿
検
査
を
含
め
た
監
督
措
置
も
杓
子
定
規
に
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
弾
力
的
に
運
用
し
て

い
る
。

（
36
）  

治
療
期
間
内
に
、
正
当
な
理
由
な
し
に
指
定
期
日
に
薬
物
治
療
を
受
け
な
か
っ
た
状
況
が
七
日
間
を
超
え
た
場
合
や
、
正
当
な
理
由
な
し
に
指

定
期
日
に
心
理
療
法
や
社
会
復
帰
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
が
三
回
を
超
え
た
場
合
は
、
治
療
が
完
了
し
な
い
と
み
な
す
。「
毒
品
戒
癮

治
療
實
施
辦
法
及
完
成
治
療
認
定
標
準
」
第
一
二
条
。

（
37
）  

「
全
民
健
康
保
険
法
」
第
五
一
条
第
三
号
。

（
38
）  

二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
間
、
衛
生
福
利
部
が
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
代
替
療
法
の
参
加
者
に
補
助
金
支
給
を
実
施
し
た
。
衛
生
福
利
部

心
理
及
び
口
腔
衛
生
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
（
二
〇
一
八
年
八
月
一
一
日
最
終
閲
覧
）https://dep.m

ohw.gov.tw
/D

O
M

H
AO

H
/cp-3548-

37065-107.htm
l

。

（
39
）  

行
政
院
通
達
「
毒
品
戒
癮
治
療
實
施
辦
法
及
完
成
治
療
認
定
標
準
」
第
三
条
。

（
40
）  

例
え
ば
、
台
北
地
方
検
察
署
は
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
ス
ト
レ
ス
低
減
法
」（M

indfulness Based Stress Reduction

）
を
用
い
た
コ
ー

ス
を
開
設
し
た
。

（
41
）  

二
〇
一
一
年
五
月
五
日
法
検
字
第
一
〇
〇
〇
八
〇
二
七
〇
一
号
函
及
び
二
〇
一
六
年
七
月
七
日
法
検
字
第
一
〇
五
〇
四
五
一
七
六
四
〇
号
函
。

後
者
の
指
導
に
よ
り
、
二
〇
一
七
年
の
合
計
人
数
が
六
千
人
を
超
え
た
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
推
測
し
う
る
。

（
42
）  

呉
耀
宗
「
論
我
国
毒
品
管
制
之
法
政
策
走
向

─
從
『
戡
乱
時
期
粛
清
煙
毒
条
例
』
至
『
毒
品
危
害
防
制
条
例
』」
月
旦
法
学
雑
誌
第
一
八
〇

期
（
二
〇
一
〇
）
七
六
頁
。

（
43
）  

前
掲
「
中
華
民
国
一
〇
五
年
犯
罪
状
況
及
其
分
析
」
三
一
三
頁
。

（
44
）  

使
用
し
た
薬
物
は
、
そ
の
使
用
に
関
す
る
刑
事
罰
が
あ
れ
ば
、
前
犯
と
同
種
異
種
を
問
わ
ず
、
取
消
し
の
対
象
に
な
る
。
た
だ
、
約
八
割
の
再

使
用
で
は
同
等
級
の
薬
物
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
分
析
が
見
ら
れ
る
。
法
務
部
発
表
【
専
題
分
析
】「
毒
品
施
用
者
戒
癮
治
療
概
況
分

析
」（
二
〇
一
七
）
六
頁
。
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（
45
）  

王
雪
芳
「
我
国
毒
品
緩
起
訴
戒
癮
治
療
成
効
探
討
（
二
）」
法
務
通
訊
二
八
四
八
期
（
二
〇
一
七
）
四
頁
。

（
46
）  

行
政
院
研
究
発
展
考
核
委
員
会
委
託
研
究
「
毒
品
問
題
與
対
策
」（
二
〇
〇
五
）
五
四
頁
。
黄
徴
男
・
頼
擁
連
編
前
掲
五
一
五
頁
。
前
掲
「
中

華
民
国
一
〇
五
年
犯
罪
状
況
及
其
分
析
」
三
一
八
頁
。

（
47
）  
毒
品
防
止
条
例
第
二
〇
条
の
立
法
理
由
。「
立
法
院
公
報
」
八
四
卷
六
五
期
二
八
二
二
号
（
一
九
九
五
）
二
〇
五
頁
参
照
。

（
48
）  
初
犯
者
や
準
初
犯
者
の
受
け
た
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
処
分
が
猶
予
期
間
中
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
検
察
官
は
起
訴
せ
ず
に
裁
判
所
に
保
安
処

分
決
定
を
申
請
す
る
可
否
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
被
処
分
者
に
は
保
安
処
分
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
議
論
が
あ
る
。

判
例
の
立
場
（
例
え
ば
、
最
高
法
院
一
〇
〇
年
台
非
字
第
五
一
号
）
は
否
定
的
で
あ
る
。

（
49
）  

現
制
度
の
設
計
に
よ
り
、
初
犯
者
や
準
初
犯
者
の
場
合
、
条
件
付
緩
起
訴
に
付
さ
な
く
て
も
、
保
安
処
分
を
経
て
不
起
訴
に
繫
が
る
と
い
う
処

遇
方
式
に
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
犯
情
に
よ
り
起
訴
す
べ
き
と
な
る
事
案
は
初
犯
者
と
準
初
犯
者
以
外
の
場
合
に
限
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
50
）  

前
掲
「
中
華
民
国
一
〇
五
年
犯
罪
状
況
及
其
分
析
」
三
一
九
頁
。

（
51
）  

一
部
の
現
場
に
、
保
安
処
分
に
す
る
か
条
件
付
緩
起
訴
に
す
る
か
を
被
疑
者
に
「
選
ん
で
も
ら
う
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
法
務
部
司
法
官

學
院
「
毒
品
再
犯
風
險
與
醫
療
需
求
分
流
處
置
評
量
工
具
之
研
究 

成
果
報
告
」（
二
〇
一
四
）
六
四
頁
参
照
。
確
か
に
、
条
件
付
緩
起
訴
は
被
疑

者
の
同
意
が
必
要
な
た
め
、
被
疑
者
が
こ
れ
を
拒
絶
す
る
と
き
に
類
似
す
る
状
況
が
生
じ
る
が
、
思
う
に
、
制
度
性
質
の
認
識
が
不
十
分
か
、
検

察
官
に
十
分
な
判
断
材
料
が
な
い
こ
と
が
原
因
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
52
）  

最
高
法
院
九
四
台
非
二
一
五
号
判
例
。

（
53
）  

類
似
す
る
提
言
、
前
掲
「
中
華
民
国
一
〇
五
年
犯
罪
状
況
及
其
分
析
」
三
二
五
頁
参
照
。

（
54
）  

台
湾
刑
事
訴
訟
法
第
四
四
九
条
。

（
55
）  

台
湾
刑
法
第
七
四
条
第
二
項
第
六
号
。

（
56
）  

法
務
部
が
発
表
し
た
統
計
（
表
４
参
照
）
を
基
に
筆
者
が
計
算
し
た
。
処
分
か
ら
取
消
し
ま
で
の
時
間
差
は
あ
る
が
、
計
算
結
果
は
参
考
価
値

が
あ
る
。

（
57
）  

王
雪
芳
・
王
宏
文
「
台
湾
接
受
毒
品
緩
起
訴
戒
癮
治
療
者
再
犯
罪
之
分
析
」
犯
罪
與
刑
事
司
法
研
究
第
二
七
期
（
二
〇
一
七
）
二
四
頁
。
こ
の

論
文
に
よ
れ
ば
、
統
計
の
集
計
時
期
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
四
年
（
緩
起
訴
）
と
二
〇
〇
七
か
ら
二
〇
一
四
年
で
あ
る
（
保
安
処
分
）。

（
58
）  

王
雪
芳
・
王
宏
文
前
掲
三
六
頁
。
こ
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
計
時
期
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
四
年
（
禁
絶
治
療
付
緩
起
訴
）

と
二
〇
〇
一
か
ら
二
〇
一
四
年
（
刑
務
所
）
で
あ
る
。



法学政治学論究　第119号（2018.12）

32

（
59
）  

王
雪
芳
・
王
宏
文
前
掲
二
四
頁
。

（
60
）  

王
雪
芳
・
王
宏
文
前
掲
二
九
頁
。

（
61
）  

王
雪
芳
前
掲
六
頁
。

（
62
）  
そ
の
う
ち
、「
観
察
、
勒
戒
」
は
処
遇
後
に
「
引
続
き
薬
物
使
用
傾
向
が
な
い
」
と
判
定
さ
れ
た
者
を
計
算
母
体
と
し
た
の
で
、
低
い
再
犯
率

が
出
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

（
63
）  
王
雪
芳
前
掲
四
頁
。

（
64
）  

例
え
ば
、
註
四
五
及
び
註
五
七
に
挙
げ
た
論
文
の
ほ
か
、
楊
冀
華
「
美
国
毒
品
法
庭
計
画
與
我
国
附
命
完
成
戒
癮
治
療
緩
起
訴
処
分
之
比
較
」

矯
政
期
刊
第
六
巻
第
二
期
（
二
〇
一
七
）
二
二
頁
以
下
、
紀
致
光
「
緩
起
訴
処
分
戒
癮
治
療
之
回
顧
與
展
望
」
犯
罪
学
期
刊
第
一
七
巻
第
二
期

（
二
〇
一
四
）
一
九
三
頁
以
下
、
な
ど
多
数
あ
る
。

（
65
）  

例
え
ば
、
施
奕
暉
「
現
行
毒
品
政
策
之
困
境
與
展
望
：
以
施
用
毒
品
行
為
除
罪
化
為
中
心
」
軍
法
専
刊
第
五
九
巻
第
三
期
（
二
〇
一
三
）
七
七

頁
以
下
。

（
66
）  

実
際
、
現
行
の
毒
品
防
止
条
例
に
お
い
て
も
、
刑
事
罰
を
設
け
て
い
る
薬
物
自
己
使
用
行
為
に
つ
い
て
、
発
覚
さ
れ
る
前
に
使
用
者
が
治
療
を

求
め
た
場
合
、
治
療
機
関
の
告
発
義
務
を
免
除
す
る
特
別
規
定
（
第
二
一
条
第
一
項
）
と
、
こ
の
治
療
途
中
に
犯
罪
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
起
訴

し
な
い
特
別
規
定
（
同
第
二
項
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
薬
物
使
用
行
為
を
罰
す
る
で
は
な
く
、
治
療
を
重
視
す
る
姿
勢
が

見
ら
れ
る
。
な
お
、
一
部
の
地
方
自
治
体
は
こ
の
よ
う
な
治
療
を
受
け
る
薬
物
使
用
者
に
費
用
に
対
す
る
支
援
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
台

北
市
は
年
間
一
人
当
た
り
一
万
五
千
台
湾
元
（
約
五
万
円
）
の
補
助
金
を
提
供
し
て
い
る
。
出
処
：https://nodrug.gov.taipei/cp.

aspx?n=677B4D
F8FE74D

5F0

（
二
〇
一
八
年
八
月
一
四
日
最
終
閲
覧
）。

（
67
）  

類
似
見
解
、
太
田
達
也
「
条
件
付
起
訴
猶
予
に
関
す
る
一
考
察
」
井
田
良
・
川
出
敏
裕
・
高
橋
則
夫
・
只
木
誠
・
山
口
厚
編
椎
橋
隆
幸
先
生
古

稀
記
念
「
新
時
代
の
刑
事
法
学
」（
二
〇
一
六
）
二
八
九
頁
参
照
。

（
68
）  

そ
も
そ
も
、
現
状
で
も
、
量
刑
に
お
い
て
、
予
防
的
観
点
を
考
慮
し
た
う
え
で
全
部
執
行
猶
予
に
保
護
観
察
を
付
加
す
る
こ
と
は
行
為
責
任
か

ら
外
れ
る
ほ
ど
で
も
な
く
、
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
見
ら
れ
る
。
太
田
達
也
「
薬
物
犯
罪
者
の
刑
事
手
続
と
早
期
処
遇
」
警
察
学
論

集
第
七
一
巻
六
号
（
二
〇
一
八
）
九
頁
。
保
護
観
察
の
要
否
に
つ
い
て
の
判
断
材
料
が
充
足
で
き
れ
ば
、
な
お
さ
ら
活
用
が
促
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

（
69
）  

法
制
審
議
会
少
年
法
・
刑
事
法
（
少
年
年
齢
・
犯
罪
者
処
遇
関
係
）
部
会
第
八
回
会
議
配
布
資
料
、
三
八
頁
以
下
参
照
。
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呉
　
柏
蒼
（
ゴ
　
ハ
ク
ソ
ウ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会
、
日
本
被
害
者
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
事
法
（
刑
事
政
策
）

主
要
著
作
　
　 「
台
湾
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
補
償
制
度
の
特
徴
と
近
年
の
改
革
」『
被
害
者
学
研

究
』
第
二
五
号
（
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　 「
台
湾
に
お
け
る
性
犯
罪
非
親
告
罪
化
に
関
す
る
議
論
と
被
害
者
保
護
」『
法
学
政
治

学
論
究
』
第
一
〇
六
号
（
二
〇
一
五
年
）

　
　
　
　
　
　 「
台
湾
に
お
け
る
没
収
制
度
の
改
革
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
六
号
（
二
〇
一

八
年
）


